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7，尾道港を結ぶ航路

（1）　明治中期の航路

　明治初年から尾道に寄港する航路は存在した1)。明治10年代前半になると，その数も増え
てくる2)。とはいえ，この時期の全容の把握は難しい。
　尾道港をめぐる航路がある程度安定的に確認できるようになるのは，明治10年代後半から
である。わが国の定期航路は，社船3) と呼ばれた日本郵船株式会社（明治18年設立）と大阪
商船株式会社（明治17年設立）がリードした4)。大阪商船会社の定期航路は，大阪商船社史
の「航路開廃の推移（戦前）」によると，大阪尾道線（明治17.5－18.5），広島尾道線（明治
17.5－17.12），尾道門司線（明治25.9－30.9），尾道別府線（明治40.7－大正4.11）の 4線で
ある5)。開業時，広島に支店を，宇品に出張所を，尾道・鞆・竹原に代理店を置いていた。
明治25年 9 月開設の尾道門司線は，山陽・九州両鉄道を接続するための連絡船であった。尾
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 1） 山崎善啓『瀬戸内近代海運草創史』創風社出版，2006年，16頁，20－21頁。江戸時代の航路との
接続は残る課題である。

 2） 山崎前掲『瀬戸内近代海運草創史』28－51頁に，明治13年，14年，16年の尾道への就航船が数隻
記されている。

 3） 日本郵船・大阪商船に東洋汽船（明治29年設立）を加えた 3社を社船と呼び，それ以外を社外船
と称していた（神戸海運業組合編『神戸海運五十年史』神戸海運業組合，1923年，79頁。佐々木誠
治『日本海運業の近代化：社外船発達史』海文堂，1961年，第 6章）。

 4） 日本郵船会社汽船は明治21年 4 月から尾道に寄港している。日本郵船会社の尾道港における船客
荷物取扱は小西助七であった（明治21年 4月12日広告記事。朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュ
アル）。

 5） 日本経営史研究所編集『創業百年史資料』大阪商船三井船舶株式会社，1985年，15－21頁。カッ
コ内の前が新設年月，後が廃止か改称。ここに記したのは線名に尾道が入っている航路である。こ
のほかに大阪広島線は尾道に寄港している（山崎前掲『瀬戸内近代海運草創史』88頁）。

〈研究ノート〉
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道門司線は，徳山駅までの山陽鉄道開通により明治30年 9月から徳山門司線となる6)。また，
山陽鉄道会社系列の山陽汽船商社は，明治36年に尾道多度津の連絡航路（児島丸，224トン）
を開設した7)。尾道多度津間 56 kmを 3時間で結んだが，他社との競争もあり，利用客は少
なく振るわなかったという8)。
　ちなみに，表7-1が明治29年の 1年間に尾道港を出入りした汽船数の調査表である。大手海
運会社に限られている。大阪商船と山本組が圧倒的に多数を占めている。ただし，山本組は
どのような海運業者か不明である9)。帝国商船株式会社（大阪市西区西長堀）は，明治29年
4 月に土佐郵船，土洋商船，土陽商船，共栄汽船の 4社が合併した会社である。この合併は
土佐出身の片岡直温（高知県出身の衆議院議員。日本生命保険会社 2代目社長。のち大蔵大
臣）が斡旋した。資本金150万円，払込額62.5万円の大阪でもかなり大きな会社であった。明
治32年 6月に土佐共同汽船と合併し，土佐商船株式会社（高知市。資本金67万円，払込額20.1
万円）となった10)。
　表7-2は，大阪海事局の資料により，明治36年中に尾道を発着港とした航路あるいは尾道に

 6） 『大阪商船株式会社80年史』大阪商船三井船舶株式会社，1966年，14頁。日本経営史研究所編集
『創業百年史』大阪商船三井船舶株式会社，1985年，22頁，28頁。前掲『創業百年史資料』15頁。古
川達郎『鉄道連絡船100年の航跡』成山堂書店，1988年，12頁。なお，徳山まで山陽鉄道が開通した
ことにより，尾道を素通りする旅客が多くなり，尾道の旅宿が「不景気」になったという（『芸備日
日新聞』明治30年 9 月30日）。

 7） 長船友則『山陽鉄道物語：先駆的な営業施策を数多く導入した輝しい足跡』JTBパブリッシング，
2008年，197－198頁。桜井　徹「山陽鉄道株式会社の資本蓄積条件と国有化問題」『商学集志』49
（3），1980年，61頁。

 8） 古川前掲『鉄道連絡船100年の航跡』14頁。
 9） 木村　淳編纂『関西四大都市商工名鑑』大阪商工協会，1924年，537頁に大阪市西区に海運業の山
本組尾崎回漕店があるが，明治38年創業である。つまり，この山本組は明治29年には存在しない会
社であり，表7-1の山本組と合致しない。

10） 『日本全国諸会社役員録』明治30年，183－184頁。『日本全国諸会社役員録』明治33年，608頁。『宇
田友四郎翁』宇田翁伝記刊行会，1939年，114－116頁，122－124頁。上川芳実「明治31年大阪府の
企業家集団」『京都学園大学経営学部論集』7（2），1997年，177頁。

表7-1　明治29年中に尾道港出入の汽船数

会社名 航路 回数

日本郵船 神戸小樽 36
大阪商船 大阪馬関及門司尾道 1,095
帝国商船 大阪馬関 390

共同組（尼崎汽船部） 大阪馬関 405
山本組 大阪馬関 1,020
住友 三津濱尾道 360

出典：『尾道市史上巻』尾道市役所，1939年，579頁。
注：馬関は下関のこと。
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寄港した航路の一覧表である11)。大阪下関線の大阪商船と尼崎伊三郎（尼崎汽船大阪共同組。
後述）は両社合わせると平均して毎日 1， 2隻は入港しており，加えるに大阪釜山線（大阪
商船）が月に 3回寄港していた。これらは大きな汽船である。
　明治24年に山陽鉄道が尾道まで開通したため，これをビジネスチャンスとみた汽船会社が
続々と新航路を開設，瀬戸内航路では激しい競争が繰り広げられた。大阪・東京方面へは，

11） 表7-2に日本郵船，東洋汽船が除外されているのは，両社が東京海事局管内に属するためである。
ちなみに，日本郵船の神戸西回小樽線が明治37年 1月に尾道に寄港している（『東京海事局管内航通
運輸ニ関スル報告第 4回（明治37年）』逓信省管船局，1907年，41頁，71頁）。

表7-2　大阪海事局管内航路仕訳書（明治36年 1月－12月）

航路 船名 総トン
数 所有者 搭載物種類 1か月

航海数
搭載物数量

旅客（人） 貨物（個）

大阪－下関 利根川丸 655 大阪商船 旅客，貨物  6

326,688 1,334,455

大阪－下関 姫川丸 420 大阪商船 旅客，貨物  6
大阪－下関 龍田川丸 408 大阪商船 旅客，貨物  6
大阪－下関 太田川丸 408 大阪商船 旅客，貨物  6
大阪－下関 肱川丸 354 大阪商船 旅客，貨物  6
大阪－下関 * 幸運輪丸 159 尼崎伊三郎 旅客，貨物  5
大阪－下関 * 新電信丸 180 尼崎伊三郎 旅客，貨物  5
大阪－下関 * 旭川丸 212 尼崎伊三郎 旅客，貨物  5
大阪－下関 * 新崇敬丸 180 尼崎伊三郎 旅客，貨物  5
大阪－下関 * 阿津丸 157 東予汽船 旅客，雑貨，生魚  5

大阪－長崎 * 第二電信丸 305 尼崎伊三郎 旅客，雑貨  3  7,554 197,114

大阪－釜山 手取川丸 427 大阪商船 旅客，荷物  3  4,209 148,719

尾道－多度津 西淡路丸  81 東予汽船 旅客，雑貨，生魚 13
83,936 52,089尾道－多度津 第 2東予丸 110 東予汽船 旅客，雑貨，生魚 13

尾道－多度津 児島丸 223 山陽鉄道 旅客 60

尾道－新居浜 御代島丸 273 住友吉左衛門 旅客，貨物 26
69,111 132,929

尾道－新居浜 木津川丸 137 住友吉左衛門 旅客，貨物 26

尾道－三津浜 第三運輸丸  63 原忍 旅客，貨物 27 10,800 8,500
尾道－御手洗 寿丸  18 川崎春吉 旅客，貨物 28  7,200 5,400
尾道－宇品 内海丸  55 岡田惇治 旅客，貨物 27 59,080 32,931
尾道－土生 第一多賀丸  18 因島船渠 送迎，鉄材 不定 不明

出典：『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 2回（明治36年）』逓信省管船局，1904年。
注 1） 原表で，日本郵船，東洋汽船は除外されている。
　 2）航路に「*」印がある尼崎伊三郎の大阪下関線，大阪長崎線は，寄港地が原資料で「中国各港」と表

記されている。このうち大阪下関線は，『尾道市史上巻』579頁の明治29年汽船出入数調査表で尾道寄
港が確認できる。大阪若松線（表示していない）は原資料で「中国各港」と表記されているが，『愛
媛県誌稿上巻』100頁で尾道に寄港していなことが判明したので外している。
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宇品港－広島駅経由よりも，尾道港－尾道駅と結んだ方が時間短縮となったため，備讃予間
沿岸の航通は，尾道と三津濱，新居浜，多度津，今治を結ぶ航路が輻輳することになった。
また，尾道多度津間は前述の山陽鉄道の連絡船が毎日 2回往復し，東予汽船もほぼ 1日 1往
復していた。日用雑貨や生魚などの貨物輸送とともに旅客が多いのは琴平参詣乗客のためで
ある12)。明治34年発行の『山陽鉄道案内』は，「伊予国今治，西條，新居濱行は当地（尾道
港）より毎日汽船便あり」と記している13)。
　尾道新居浜間は，住友吉左衛門（15代目住友友

ともいと

純）所有の 2隻（御代島丸，木津川丸）が
毎日往復していた14)。住友別子鉱業所の汽船部門により明治27年開設された航路である15)。
寄港地は三庄・弓削・四阪島・今治・壬生川・西條で，旅客人数，貨物個数ともに非常に多
い。鉱山の需用貨物と一般旅客の運送が目的であった16)。この尾道新居浜線では，東予運輸
（後の瀬戸内商船。後述）と競い合った17)。また，住友別子鉱業所は同じく明治27年より新
居浜四阪島間の直通便を開設し，毎日 3往復運航していた18)。住友の別子銅山（新居浜）と
四阪島精錬所の需用物資や従業員の運送が目的である。
　また，尾道土生線は，因島船渠（御調郡土生村）が所有する第一多賀丸（18トン）が，重
井・州ノ江・田熊を寄港地として，同社社員を送迎し同時に日用雑貨ならびに同社工場用の
木材を運搬していた19)。
　表7-2には掲載されていないが，石崎汽船部は，明治36年 8月第三相生丸96トンを尾道三津
浜間に投入，尾道航路に力を入れた。明治44年には鉄道院の許可により，鉄道院山陽線と伊
予鉄道高浜線を石崎汽船の尾道航路が結ぶという「三社連帯運輸」が実現した。これにより，
それまで松山から大阪まで海路で24時間のところを尾道経由で13時間に短縮した。貨物も同

12） 『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 2回（明治36年）』逓信省管船局，1904年， 7頁。山陽
鉄道による尾道多度津連絡船は，明治43年 6 月の宇高連絡航路の開始により廃止され，児島丸は宇
高航路に回った（古川前掲『鉄道連絡船100年の航跡』34頁）。

13） 山陽鉄道株式会社運輸課『山陽鉄道案内』明治34年，128頁。カッコ内は坂根。表7-2に掲載がな
いが，東予汽船は明治31年12月 1 日尾道西條間の毎日一往復の航運を開始した。本蒲・今治を寄港
地として片道 6時間で結んでいる（『芸備日日新聞』明治31年11月20日，12月 4 日）。

14） 前掲『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 2回（明治36年）』49頁。
15） 愛媛県史編さん委員会編『愛媛県史社会経済 3商工』愛媛県，1986年，492頁，649頁は，住友は
明治25年 1 月新造の木造汽船・御代島丸で尾道新居浜線を開設した，としている。

16） 永元愿蔵『住友事業案内』住友本店，1903年，20頁。
17） 前掲『愛媛県史社会経済 3商工』501頁。
18） 前掲『愛媛県誌稿上巻』97頁，101頁。ちなみに，住友の四阪島製錬所は明治38年から稼働を開始
したが，四阪島への移転工事は明治30年から着手した（住友資料館編『住友の歴史』下巻，思文閣
出版，188－189頁）。

19） 前掲『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 2回（明治36年）』 7頁。『大阪海事局管内航通運
輸ニ関スル報告第 3回（明治37年）』逓信省管船局，1905年，71頁。ちなみに，『大阪海事局管内航
通運輸ニ関スル報告第 5回（明治39年）』（逓信省管船局，1908年，73－83頁）によると，表7-2（明
治36年）の航路以外にも，大阪長崎間，大阪土崎間，大阪新潟間，大阪中国線，神戸小樽間，尾道
西條線が尾道に寄港している。
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様のルートで京阪神へ運ばれることになった。このルートは大阪，東京への最短コースとし
て好評を博したという20)。
　『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 2回（明治36年）』（ 7頁）は次のように述べてい
る。「由来中国四国間ハ陸上交通機関ノ設備ヲ為シ得サルカ爲メ旅客ハ勿論其各地方ニ於ケル
産物及雑貨ノ集配ハ一ニ之ヲ沿岸航通汽船ノ便ニ待タサルヘカラス。故ニ此両地方間ニ於ケ
ル営業者ハ例年相当ノ利得ヲ収メ前途倍々有望ノ方面トシテ漸次航通汽船ノ改良ヲ加ヘ寄航
地及ヒ其回数ヲ増加スルニ汲々トシ目下新造中ノ汽船アル等交通ニ便ナラシムル爲メ孜々其
経営ニ勗メツゝアルモノゝ如シ」。四国では鉄道の幹線形成がおそろしく遅延したため（讃予
線松山駅開業は昭和 2年。後述），四国内鉄道幹線を前提とした輸送網を形成することができ
ず，四国諸地域それぞれが独自に本州対岸との間で海陸連絡輸送網を形成していくことになっ
た21)。これに従事する事業者は「相当ノ利得ヲ収メ」たこともあり，本四連絡輸送網は急速
に拡大していった。広島県東部最大の物資集散地であった尾道は，その基幹的な結節点とな
り，対岸の讃予地域との間で海陸連絡輸送網を形成したのである。
　ちなみに，宇品港（広島市）から瀬戸内各港へ渡った旅客数の資料がある。明治30年 2 月
中に，大阪商船会社宇品支店が扱った旅客数である。その乗組客数を行先別にみると，100人
以上は下関349人，尾道341人，三田尻328人，門司271人，柳井186人，岩国184人，徳山174
人，大阪138人，多度津126人，呉112人，宮島109人となる22)。広島市近隣が多いが，下関，
尾道，門司が上位にあるのは注目すべきであろう。

（2）　大正初期の航路（尾道愛媛間）

　表7-3が『愛媛県誌稿上巻』の資料による，大正 4年 9月現在の尾道愛媛間の航路である。
　このうち，東予汽船株式会社（愛媛県越智郡今治町）は，明治30年 8 月尾道港から越智郡
島嶼部を縫い今治港に至る尾道今治線を開設した。東予汽船は明治30年 7 月設立の資本金 2
万円・払込資本金 5千円の海運会社で，明治36年当時，所有船舶 3隻，積量348トン，社員57
人であった（表7-4）。その後，明治30年代後半に経営難に陥っていたところ，野間信

のぶひろ

熙（愛
媛県越智郡津倉村。愛媛県多額納税者）がその事業を継承し，明治40年 8 月東予運輸株式会
社（今治町）を創立した。野間家は越智郡の資産家で，父親・野間豊五郎（津倉村長・郡会
議員・県会議員・衆議院議員）の代から製塩業・回漕業を営んでいた。東予運輸の役員には，
野間一族（信熙妻の薫，同長男豊，分家した義弟清三郎ら）とともに，向島西村・吉原源一

20） 愛媛新聞社『海に生きる :石崎汽船史』石崎汽船，1995年，112－113頁，118－119頁。前掲『尾道
市史上巻』527頁。

21） 三木理史「瀬戸内海沿岸地域における海陸連絡輸送の展開」『奈良大学紀要』23，1995年，157頁。
22） 『芸備日日新聞』明治30年 3 月13日。
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郎（村長，県会議員）や尾道市・横田五郎が名を連ねている23)。吉原源一郎は，憲政会（立
憲民政党）所属の県会議員で村長を兼職し，県会副議長など要職を歴任した名望家である24)。
また，明治43年 6 月，鉄道院（旧山陽鉄道）が四国連絡多度津航路の直営を廃止したため，
引き続き東予運輸は鉄道院と尾道多度津間連帯運輸を開いた。さらに，明治43年11月には鉄
道院と尾道今治間連帯運輸を開始している25)。尾道と関係の深い海運会社であった。
　前出の石崎汽船部は，石崎兵

ひょうたろう

太郎（温泉郡三津濱町）の個人経営である。石崎家は，兵太
郎の父親・平八郎の代から三津濱で廻船業を営んでいた。明治38年より尾道・高浜・三津濱
間の運航を開始した。尾道で鉄道との連絡をはかるためである。他社との厳しい競争を繰り
返しながら，芸備航路・尾道航路を基盤に業界での地位を固めていった。

23） 『日本全国諸会社役員録』明治31年，376頁。『日本全国諸会社役員録』各回。『人事興信録』第 8
版（昭和 3年），ノ22頁。『愛媛県史人物』愛媛県，1990年，484頁。なお，『愛媛県誌稿上巻』愛媛
県，1917年，96頁は，東予運輸汽船株式会社が東予汽船株式会社の事業を継承したと記しているが，
東予運輸汽船は東予運輸の誤植である（東予運輸汽船という会社は存在しない）。前掲『愛媛県史社
会経済 3商工』492頁，501頁もその誤植を受け継いで，東予運輸を東予運輸汽船としている。

24） 前掲『御調郡誌』411頁。向島町史編さん委員会編『向島町史通史編』向島町，2000年，521頁。
菅原　守編纂『備後向島岩子島史』郷土史研究會，1938年，510－511頁。

25） 前掲『尾道市史上巻』527頁。

表7-3　尾道愛媛航路（大正 4年 9月現在）

航路 経営者 航路開始年月 汽船名 寄港回数

尾道・今治線 東予運輸 明治30年 8 月 第一東予丸・第四東予丸 毎日 1回両地発
甲線尾道・今治線 御島巡航社 大正 3年 3月 第一御島丸 毎日往復 1回
乙線尾道・今治線 御島巡航社 大正 3年 3月 第二御島丸 往復 1回
尾道・今治線 村上汽船部 福盛丸 毎日往復 1回
尾道・新居浜線 住友汽船部 明治27年 1 月 木津川丸・第一四阪丸 毎日往復 2回
新居浜・四阪島線 住友汽船部 明治27年 7 月 第二四阪丸 毎日往復 3回
尾道・高浜・三津線 石崎汽船部 明治38年10月 第六相生丸・第七相生丸 毎日 2回

出典：『愛媛県誌稿上巻』愛媛県，1917年，98－103頁。

表7-4　大阪海事局管内海運会社（尾道に関係する会社のみ。明治36年）

名称 所在地 船数 積量（トン） 員数

大阪商船株式会社 大阪市北区 105 66,936 2,789
尼崎汽船大阪共同組 大阪市北区  19  4,578   475
原田十次郎 大阪府東成郡   6 12,342   201

東予汽船株式会社 愛媛県越智郡   3    348    57
宇和島運輸株式会社 愛媛県北宇和郡   5  1,756   151
住友吉左衛門 大阪市南区   2    410    30

出典： 『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 2 回（明治36年）』逓信省
管船局，1904年，173－176頁。
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　第一次大戦による海運ブームの最中，大正 7年 8月に石崎汽船部は石崎汽船株式会社（資
本金20万円，払込額 5万円）となる。石崎汽船は，大正 7年の設立から大正14年までが絶頂
期であった。この間，資本金を20万円から40万円に，さらに50万円とし，払込額も 5万円か
ら 6年後には45万5,000円と急増した。同時に積立金も13万円に急拡大している。配当も 2割
という高さである（表7-5）。大正13年12月には本社社屋が新築落成した。この時期，尾道市
東御所町海岸通に支店を置き，尾道桟橋を所有していた（桟橋は昭和13年尾道市が石崎汽船
より買い取り）。大正10年には運動甲板，浴室，食堂，電燈，冷暖房装置が付いた豪華鉄鋼旅
客船 2隻（第10・第11相生丸）を向島船渠に発注した。竣工後，ともに，尾道航路配船後，
芸予航路に就航した。大正12年には向島船渠で建造した三隻目の鉄鋼旅客船第12相生丸が完
成した。しかし，この好調は長く続かなかった。昭和 2年に讃予線（現，予讃線）が松山ま
で開通，これにより鉄路・讃予線（松山→高松）と宇高連絡船で岡山に結ばれることになり，

表7-5　石崎汽船株式会社資本金・積立金・配当

資本金 払込額 諸積立金
配当

前期 前々期

大正 8年 1月 200,000  50,000
大正 9年 1月 200,000 120,000   1,000 20 20*
大正10年 1 月 200,000 200,000  13,000 20 20
大正11年 1 月 400,000 250,000  70,500
大正12年 1 月 400,000 300,000  98,000
大正13年 1 月 400,000 400,000 125,000
大正14年 1 月 500,000 455,000 136,000 10 10*
大正15年 1 月 500,000 455,000 138,000  5
昭和 2年 1月 500,000 455,000 139,000  3  5
昭和 3年 1月 500,000 455,000 140,000  3  3
昭和 4年 1月 500,000 455,000 153,000  3
昭和 5年 1月 500,000 455,000 153,000  2
昭和 6年 1月 500,000 455,000 159,000  2
昭和 7年 1月 500,000 455,000 162,000  2
昭和 8年 1月 500,000 455,000 165,000  2
昭和 9年 1月 500,000 455,000 171,000  1
昭和10年 1 月 500,000 455,000 174,000
昭和11年 1 月 500,000 455,000
昭和12年 1 月 500,000 455,000
昭和13年 1 月 400,000 400,000
昭和14年 1 月 400,000 400,000

出典：『日本全国諸会社役員録』27回（大正 8年 1月）～47回（昭和14年 1 月）。
注 1）  空欄は原本に記載なし。各年 1月現在。「前期」は前年下半期，「前々期」は

前年の上半期。
　 2）*は『海に生きる：石崎汽船史』126頁，139頁による。
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これ以降，ドル箱であった尾道航路が苦戦を強いられることになる26)。
　村上汽船部（今治町）は，尾道今治間を航行し，今治港・島嶼部諸港を結んでいた27)。
　ちなみに，大正10年当時，尾道今治間には，尼崎汽船部（尾道今治線毎日 1回），住友別子
鉱業所（尾道新居浜線毎日 2往復），瀬戸内商船（尾道多度津航路毎日 1往復，今治尾道線毎
日 1往復）が就航していた28)。

（3）　昭和初期の航路

　『港湾と広島県』（昭和 9年）のデータによる定期航路が表7-6である。海運業者は，①大阪
商船，尼崎汽船部，北日本汽船，原田汽船といった大汽船会社，②石崎汽船，因島汽船，中
国汽船，瀬戸内商船，尾道汽船といった地元の海運会社，③地元の個人営業者，の 3つのグ
ループに分けることができる。尾道港には，海運会社の名前の付いた東予桟橋，石崎桟橋，
住友桟橋，尼崎桟橋，大阪商船桟橋があった。尾道港は，昭和13年 1 月 1 日以降尾道市にお
いて経営することとなった。市に港湾課を設置，中央桟橋に尾道港務所を，出張所を駅前に
新設した。「尾道港々銭徴収条例」など諸条例・規則を公布した29)。それにともない，昭和
13年，尾道市は東予桟橋（瀬戸内商船），石崎桟橋（小川隆三），住友桟橋（岩崎栄造），尼崎
桟橋（合名会社尼崎汽船部），大阪商船桟橋（大阪商船株式会社）を買い取った30)。これら
の桟橋は，尾道駅南側の東予桟橋から住吉神社西隣の大阪商船桟橋までの間に，上記の順番
で並んでいた。
　第 1のグループが，大型汽船で遠隔地を結んだ大汽船会社である。このうち，合名会社尼
崎汽船部の尼崎伊三郎は大阪市の著名な実業家・資産家で，明治13年 2 月尼崎伊三郎個人経
営にて海運業を創始した。明治24年尼崎汽船大阪共同組，明治38年尼崎汽船部（尼崎伊三郎
個人経営）となり，大正10年合名会社尼崎汽船部（資本金500万円）となった31)。すでに明
治39年当時，資本金46万円余，鉄船10，木船15，木鉄交造船 1の所有船を持つ大きな海運業
者であった。航路は播州線，岡山線，中国線，九州西沿岸線，韓国線をもっており，表7-4に

26） 前掲『愛媛県誌稿上巻』97頁。『日本全国諸会社役員録第27回』大正 8年，下編498頁。『日本全国
諸会社役員録第29回』大正10年，下編625頁。前掲『海に生きる :石崎汽船史』83頁，125頁，131頁，
135頁，143頁，153頁，189頁。なお，国有鉄道讃予線松山駅の開業は，那覇を除く県庁所在地で全
国最後であった（原　武史『歴史のダイヤグラム：鉄道に見る日本近現代史』朝日新聞出版，2021
年）。このように，松山市までの鉄道の開通は極めて遅延していたのである。

27） 前掲『愛媛県誌稿上巻』97頁。
28） 前掲『愛媛県史社会経済 3商工』724頁。
29） 前掲『尾道市史上巻』425－454頁。
30） 前掲『尾道市史上巻』407頁。前掲『海に生きる :石崎汽船史』189頁。カッコ内は経営主。大阪商
船桟橋は昭和 9年買い取り。前掲『尾道市史上巻』（407頁）は「撤去」と表現している。

31） 大阪市史編纂所編集『大正期在阪官公署諸企業沿革調査』大阪市史料調査会，1986年，154頁。こ
の大阪市の沿革調査は，大阪市が大正14年 2 月に，市内の主な会社・商店に沿革調査の依頼を行い，
その回答をそのまま掲載したものである。
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表7-6　尾道港の定期船（昭和 9年）

航路名 起点－終点 航路
数 汽船名 登簿

トン数 発着回数 経営者 備考

尾道三津ケ浜線 尾道－三津浜 1 第15相生 155 日 1 石崎汽船株式会社 小川久回漕店
尾道長浜線 尾道－長濱 1 第11相生 123 日 1 石崎汽船株式会社 小川久回漕店
尾道今治線 尾道－今治 1 第15内海 45 日 1 近海汽船株式会社 向栄舎回漕店
山陽線 大阪－門司 3 音戸，早鞆，三原 1,120 月 36 大阪商船株式会社 豊田回漕店
山陽線 大阪－門司 2 天正，浪切 734 月 24 合名会社尼崎汽船部 向栄舎回漕店

尾道今治線 大阪－小倉 2 愛媛，大井川 664 月 24 大阪商船株式会社 豊田回漕店
尾道今治線 大阪－小倉 3 大衆，神惠，船運 698 月 36 合名会社尼崎汽船部 向栄舎回漕店
広島尾道線 広島－尾道 1 第 8横須賀 21 月 12 木村伊勢松 向栄舎回漕店
尾道今治線 尾道－今治 1 五月 15 隔日 合名会社尼崎汽船部 向栄舎回漕店
尾道今治線 尾道－今治 1 第 7横須賀 21 隔日 木村伊勢松 向栄舎回漕店

尾道今治線 尾道－今治 6 第 8，10，11，12，15，
16東予 606 日 6 瀬戸内商船株式会社 瀬戸内商船株式会社

多度津宮島線 多度津－厳島 1 第 7東予 65 隔日 瀬戸内商船株式会社 瀬戸内商船株式会社
多度津宮島線 多度津－厳島 1 此花，児島 186 日 1 大阪急航汽船株式会社 向栄舎回漕店
尾道多度津線 尾道－多度津 4 第11，12，15，16東予 515 日 6 瀬戸内商船株式会社 瀬戸内商船株式会社
尾道新居浜線 尾道－新居浜 1 第一四阪 57 日 1 住友別子鉱山株式会社 岩崎回漕店
尾道忠海線 尾道－忠海 2 第 1， 2南生口 28 日 1 寺尾寅之助 西浜回漕店
尾道瀬戸田線 尾道－瀬戸田 1 第 5南生口 31 日 2 小江福三郎 西浜回漕店
尾道三津浜線 尾道－三津 2 第 3，10鷹島 25 隔日 2 小江福三郎 西浜回漕店
尾道三津浜線 広島－尾道 3 第18，20，25立田 82 日 3 立田勝人，タミ子 西浜回漕店
尾道三津浜線 広島－尾道 3 第 7， 8，18御島 74 日 3 田岡多一，一眞 西浜回漕店
尾道豊島線 大津－尾道 1 第 8北川 18 日 1 中国汽船株式会社 西浜回漕店
尾道御手洗線 御手洗－尾道 1 第 3昭和 18 日 1 土佐敏夫 西浜回漕店
尾道広島線 広島－尾道 1 第 5北川 22 日 1 中国汽船株式会社 西浜回漕店
尾道忠海線 忠海－尾道 1 第 3越智 16 日 1 此枝春邦 西浜回漕店
尾道豊島線 豊島－尾道 1 曙 15 日 1 末光政一 西浜回漕店
尾道三ノ瀬線 三ノ瀬－尾道 1 第 3大崎 20 日 1 末光政一 西浜回漕店
尾道鞆線 鞆－尾道 1 第 2安来 18 日 1 芸南合同商社 西浜回漕店
尾道笠岡線 笠岡－尾道 1 第 2安正 24 日 1 平市百松 西浜回漕店
尾道鞆線 鞆－尾道 1 第 1交通 20 日 1 馬屋原亀七 西浜回漕店
尾道鞆線 鞆－尾道 1 第 2横島 19 日 1 古川春吉 西浜回漕店
尾道鞆線 鞆－尾道 1 千鳥 14 日 1 天野清助 丸上回漕店
因島西廻線 土生－尾道 2 第 8，15土生 51 日 4 因島汽船株式会社 向栄舎回漕店
因島西廻線 土生－尾道 1 第 6尾道 24 日 2 尾道汽船株式会社 向栄舎回漕店
因島東廻線 土生－尾道 3 第 5，11，18土生 65 日 8 因島汽船株式会社 向栄舎回漕店
尾道大長線 大長－尾道 1 第 3大長 28 日 1 大長汽船株式会社 向栄舎回漕店
尾道木ノ江線 木ノ江－尾道 1 木ノ江 15 日 1 因島汽船株式会社 向栄舎回漕店
尾道中庄線 中庄－尾道 1 第 5中庄 13 日 1 村上斗升 山作回漕店
尾道今治線 今治－尾道 1 第 7福盛 40 日 1 村上幸造 小川久回漕店
尾道今治線 今治－尾道 2 第 5， 7島津 48 隔日 2 黒川宇之助 丸上回漕店
尾道今治線 今治－尾道 1 第 3木浦 17 日 1 稲木大吉 丸上回漕店
尾道今治線 今治－尾道 2 第 6， 7北浦 53 日 2 濵田光之助 丸上回漕店
尾道今治線 今治－尾道 1 第 2木ノ浦 19 日 1 稲木大吉 丸上回漕店
尾道藤枝線 藤枝－尾道 3 第 1， 2， 3富士 75 日 6 松岡常次郎 丸上回漕店
尾道宇和島線 宇和島－尾道 1 天盛 71 隔日 株式会社盛運社 丸上回漕店

神戸小樽線（西廻） 神戸－小樽 3 北斗，喜美，大栄 5,442 月 3 近海汽船株式会社 向栄舎回漕店
大阪小樽樺太線 大阪－留萌 3 朝鮮，安南，南京 5,609 月 3 北日本汽船株式会社 豊田回漕店
大連尾道線 大連－尾道 1 照国 2,228 月 2 原田汽船株式会社 芸備航運組

出典： 『港湾と広島県』港湾協会第 7回通常総会広島準備委員会，1934年，699－703頁。逓信省管船局編『昭
和 9年日本船名録』帝国海事協会，1934年。

注 1）紙幅の関係で，同航路・同会社は一つにまとめて示している。汽船名の「丸」を略している。
　 2）  誤植と思われる個人事業主については，『日本船名録』により修正している。小枝春邦→此枝春邦，

土居敏男→土佐敏夫，立田常松→立田勝人・タミ子，村上平介→村上斗升，岡田太一→田岡多一・一
眞，市川春吉→古川春吉。
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みられるように，社外船として有力な海運業者であった32)。『大正期在阪官公署諸企業沿革
調査』に，尼崎汽船部の尾道港発着航路として記載されているのは，①明治40年 5 月宇品尾
道間航路開始（宇品発沿岸各港経由尾道行。明治40年10月廃止），②大正10年 8月尾道今治間
支線航路開始（尾道発糸崎・須波・宇和島・二窓・忠海・竹原寄港各島経由今治行）の 2航
路である33)。なお，表7-6の大阪急航汽船は，尼崎伊三郎設立の急航汽船株式会社（大阪北
区）であろう34)。
　大正 3年に資本金100万円で設立の北日本汽船株式会社（樺太大泊町）は，樺太・北海道の
海運を担っていた海運会社である35)。尾道には大阪小樽樺太線が月に 3回寄港していた。こ
の大阪小樽樺太線は，『北日本汽船株式会社二十五年史』（152頁）には，大阪起点－惠須取終
点で月 6回とある（昭和14年 3月現在）。大正 8年創始の樺太庁命令航路である。大阪商船は
北日本汽船の大株主であり，大阪商船と北日本汽船は「親子会社の関係」にあった。これは
ひとり出資関係が過半を占めるというばかりではなく，歴代の社長など役員や幹部社員の多
くが大阪商船出身者であり，船舶譲渡，金融の便宜，航路の継承，航路の連絡，代理店など
すべての面にわたっていた36)。そのため，尾道における取扱店は，大阪商船と同じ豊田回漕
店であった。
　原田汽船は，大連と尾道を月 2回結んでいた。原田汽船株式会社は，前身の合資会社原田
商行を大正 5年 4月に株式会社に改組し，資本金50万円（大正 7年 1月200万円に増資）で大
阪市北区に設立された。青島航路を得意とする汽船会社である。昭和 4年 4月以降，広島・
愛媛・岡山 3県の命令をうけ，補助金を得て瀬戸内，大連航路を開設した。うち，大連航路
（復航）が尾道に寄港したのである37)。表7-4の原田十次郎がその創業者である。もともと原

32） 『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 5回（明治39年）』逓信省管船局，1908年，89頁。『大阪
財界人物史』国勢協会，1925年，527－528頁。前掲『神戸海運五十年史』101頁は，表7-4に掲載し
た船主のうち，尼崎汽船，原田十次郎，宇和島運輸を「日清役前後社外船主中主要なるもの」とし
ている。

33） 前掲『大正期在阪官公署諸企業沿革調査』153－154頁。
34） 急航汽船株式会社は玉藻丸193トン，児島丸188トンの船主である（『船主別日本船名録海事関係職
員録：昭和10年 9 月 1 日現在（増補第 5版）』25頁）。急航汽船株式会社は，大正13年設立，資本金
50万円，払込額12.5万円で，尼崎伊三郎が設立した。昭和18年には急航汽船が尼崎汽船部を吸収し
尼崎汽船株式会社（資本金550万円，未払込額37.5万円）となる（実業展望社編『海事要録』昭和25
年版，実業展望社，1950年，173頁）。

35） 田邊貞造・畠中隆輔編『北日本汽船株式会社二十五年史』北日本汽船株式会社，1939年， 9－16
頁。松浦　章「野村治一良と日本海航路：大阪商船・北日本汽船・日本海汽船」『関西大学東西学術
研究所紀要』49，2016年（松浦　章『汽船の時代と航路案内』清文堂出版，2017年所収）。

36） 『北日本汽船株式会社二十五年史』174頁。
37） ちなみに，『尾道市史上巻』尾道市役所，1939年，580頁は，大正15年に尾道大連定期航路（尾道－
宇品－大連）を田中商事株式会社と契約，これを実現し，尾道市はこれに対し年額3,000円の補助を
したと記している。また，尾道市議会編『尾道市議会100年史　記述篇』（尾道市議会，1998年，286
頁）によると，大正10年12月朝鮮郵船株式会社の平壌丸が仁川－尾道間に就航した。
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田十次郎は明治27年 4 月に原田商会を起こし海運業を始めた。明治36年に造船所を併設し，
明治42年12月に原田商会は原田商行に改組（海運業と造船業の兼営），大正 5年に原田汽船と
なった。昭和18年には大阪商船に合併した38)。
　第 2グループは地元の海運会社である。東予汽船（東予運輸），石崎汽船部については前述
した。他の地元海運会社については，今のところ，『日本全国諸会社役員録』，『日本船名録』
や『広島県統計書』で基本的事項は把握可能である。
　瀬戸内商船株式会社（尾道市東御所町）は，大正 5年10月，資本金20万円で設立された。
東予運輸株式会社の取締役・野間信熙が山陽線尾道駅の利を生かすために設立した。続いて
大正 8年に東予運輸を今治町から尾道市に移し，大正 9年に所有船・東予丸（第 6，第 7，
第 8東予丸）の所有権を東予運輸から瀬戸内商船に移転した。その後，昭和 2年に東予運輸
を清算，野間信熙は昭和 2年から瀬戸内商船の社長となった39)。表7-7が同社の資本金・払
込額・配当率・諸積立金の推移を示している。設立当初の払込額や配当金は不明であるが，
配当率は大正 9年下期から大正13年下期は 1割と良好である。積立金も年々増やし続けてい
る。大正14年度には資本金を倍額とし，払込額も 6万円増加している。昭和恐慌期とその前
後はどの汽船会社も経営的に苦戦するが，瀬戸内商船は恐慌期でも 5分配当を維持し，積立
金も増やし続けている40)。堅実な経営と考えられる。
　因島汽船株式会社（御調郡土生町）は，大正11年 3月，資本金30万円・払込額7.5万円で設
立された。社長は村井造船所（表5-4）の村井嘉左衛門（土生村）で，役員は尾道市の 1人を
除きすべて土生町在住者である。前身は土生尾道間の往復航路を担った明治35年創始の通船
組合で，明治41年重井丸・第 2土生丸を新造，その後，第 5・第 6・第 7土生丸を建造した。

38） 以上，前掲『神戸海運五十年史』316頁，松浦　章「原田汽船会社と青島航路」『或問』26，2014
年，3－ 4頁（松浦前掲『汽船の時代と航路案内』所収）。原田汽船は「大阪商船を背景として創立
し」，のちに大阪商船が株式のほとんどを所有する大阪商船系の会社であった（『日本ノ対支海運業
投資』東亜研究所，1940年，119頁）。

39） 『日本全国諸会社役員録』各回。東予丸の所有権移転については，『日本船名録』で確認。別途，
野間信熙は尾道運送株式会社（東御所町。資本金15万円）の社長でもあった。尾道運送株式会社は，
大正12年10月設立の尾道運輸株式会社が昭和 2年 4 月に改称した会社である。役員は東予運輸・瀬
戸内商船と重複している（『日本全国諸会社役員録』第32回，下編503頁。『日本全国諸会社役員録』
第36回，下編447頁。『日本全国諸会社役員録』第44回，下編417頁）。昭和12年 8 月現在，資本金15
万円，払込額7.5万円，社長は野間信熙である（『尾道商工名鑑昭和12年版』尾道商工会議所，1938
年，131頁）。

40） 『社会運動通信』の記事（昭和 8年 4月26日，昭和 9年 6月21日）によると，昭和 8年当時の所有
船は第 6， 7， 8，10，12，15，16東予丸 7隻，普通船員80名である。『船主別日本船名録海事関係
職員録：昭和10年 9 月 1 日現在（増補第 5版）』27頁によると，瀬戸内商船は，第 6東予丸（100ト
ン），第 7東予丸（110トン），第10東予丸（153トン），第11東予丸（195トン），第12東予丸（197ト
ン），第15東予丸（219トン），第16東予丸（276トン），第 5 横須賀丸（78トン）の船主である（第
6， 7東予丸，第 5横須賀丸は木造船）。
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昭和10年 1 月の資本金・払込額は，設立時と同じ30万円・7.5万円で動きがない41)。ただし，
『広島県会社要覧昭和15年版』では，資本金は 5万円（全額払込済）に減資されている。昭和
15年時点の役員は，社長・村井富太郎，副社長・岡野哲三，取締役・西中力蔵，岡田辰治，
小江誠男，監査役・中山喜三，村中伊助で，従業員は43名であった。目的は旅客貨物運送業
である42)。
　中国汽船株式会社（尾道市西御所町）は，大正 9年10月，資本金50万円・払込額12.5万円で

41） 『日本全国諸会社役員録第31回』大正12年，下編503頁。田丸素堂編『因島案内』因島案内社，1919
年，41－42頁。『日本全国諸会社役員録第43回』昭和10年，下編427頁。『日本全国諸会社役員録』に
同社の配当率・積立金の記載はない。村井嘉左衛門については，『因島案内』83－86頁に人物紹介が
ある。前掲『因島市史全』851頁にも記載があるが，記載内容は完全に一致していない。

42） 興亜商事社編纂『広島県会社要覧昭和15年版』興亜商事社，1940年，148頁。『因島汽船社史』因
島汽船株式会社，1997年，45頁，120－123頁によると，大正14年資本金30万円を10万円に減資，昭
和 6年資本金10万円を 4万円に減資，昭和10年資本金10万円を 4万円に減資と記載されており，資
本金推移の平仄が合わない。

表7-7　瀬戸内商船株式会社資本金・積立金・配当
単位：円

資本金 払込額
配当率（％）

諸積立金
前期 前々期

大正10年 1 月 200,000 110,000 10  12,700
大正11年 1 月 200,000 160,000 10 10  19,800
大正12年 1 月 200,000 160,000 10 10  39,950
大正13年 1 月 200,000 160,000
大正14年 1 月 200,000 200,000 10 10
大正15年 1 月 400,000 260,000
昭和 2年 1月 400,000 360,000  5  5  53,000
昭和 3年 1月 400,000 360,000  5*  60,000
昭和 4年 1月 400,000 360,000  5  5  65,200
昭和 5年 1月 400,000 360,000  5  5  72,900
昭和 6年 1月 400,000 360,000  5  5  72,100
昭和 7年 1月 400,000 360,000  5  83,300
昭和 8年 1月 400,000 360,000  5  94,200
昭和 9年 1月 400,000 360,000  4  4 102,400
昭和10年 1 月 400,000 360,000  6 114,600
昭和11年 1 月 400,000 360,000  4 114,000
昭和12年 1 月 400,000 360,000  3 131,000
昭和13年 1 月 400,000 360,000  5 143,000
昭和14年 1 月 400,000 360,000  4.5 156,000

出典：『日本全国諸会社役員録』29回（大正10年 1 月）～47回（昭和14年 1 月）。
注 1）大正 6年 1月（25回）～大正 9年 1月（28回）には記載がない。
　 2）空欄は原本に記載なし。
　 3）配当率は，前期は前年の下期，前々期は前年の上期。*は新株前期。
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設立，役員は賀茂郡竹原町，尾道市，御調郡栗原村，今治市，豊田郡御手洗町と多様である43)。
　表7-6には，尾道土生間を結んだ尾道汽船株式会社（土堂町）がある。大正 7年 7月設立，
資本金 6万円，払込額 3万7,525円である。「旅客貨物運搬其他船舶売買仲立」を業務として
いた（大正 8年12月31日現在）。昭和 3年12月31日現在でも資本金額は同じであった44)。尾
道土生間を結んだライバル汽船会社・因島汽船と熾烈な競争を演じた。大正 7年， 8年， 9
年，昭和2年，3年の『広島県統計書』に掲載がある。『広島県会社要覧昭和15年版』では，資
本金は7,200円（全額払込済）と大きく減資しており，どこかの時点で（恐慌期か）経営危機
に陥ったと考えられる。取締役は，三村正治郎，惠谷若松，宇佐太郎，惠谷作右衛門である45)。
　これとは別途，『芸備日日新聞』明治33年 1月 9日の「商業登記公告」によると，尾道汽船
株式会社は，資本金 5万円，払込額1.25万円で明治32年12月に土堂町で設立された海運会社
で，取締役は豊田維徳，橋本太吉，天野半次郎，大藤忠兵衛，小西助七，監査役は児玉喜三，
児玉清右衛門，山本利七とある。役員には尾道の代表的な企業家が名を連ねている46)。尾道
汽船は『日本全国諸会社役員録』では明治34年の第 9回（630頁）にのみ登場する。払込額は
2.25万円に増えている。明治34年発行の山陽鉄道株式会社運輸課『山陽鉄道案内』にも，「尾
道汽船株式会社船にして今治，三津濱，長濱，守江，日出，別府，大分，佐賀関，八幡濱，
吉田を経て宇和島に至る便もあり」と記されている。『山陽鉄道案内』の記述は，尾道を代表
する汽船会社としての扱いである。しかしながら，尾道汽船株式会社は，明治34年 7 月に多
額の損失をだしたことにより解散を余儀なくされ（『芸備日日新聞』明治36年 9月13日「尾道
通信」），明治35年 5月15日に清算を結了している（『芸備日日新聞』明治36年 8月22日「商業
登記公告」）。
　尾道と大長を結ぶ大長汽船株式会社（豊田郡大長村）は，大正 8年 9月，資本金（又は出
資額） 2万2,000円で設立，「汽船運輸」を業としていた（昭和 3年12月31日現在）47)。
　以上，大正中期に海運会社の起業が目立つのは，第 1次大戦期の未曽有の海運ブームを当
て込んだものとみられる。
　昭和 2年讃予線の松山開通以降，石崎汽船の経営は停滞していた。積立金の積み増しも停
滞し，配当も 3分や 2分に落ち込んでいく（表7-5）。とりわけ，かつてのドル箱であった尾
道航路の不振が深刻であった。表7-6に登場する石崎汽船の尾道長濱線は，石崎汽船が昭和 4

43） 『日本全国諸会社役員録第30回』大正11年，下編556頁。配当率・積立金の記載はない。
44） 『広島県統計書』大正 8年，第 3編。『広島県統計書』昭和 3年，第 3編。『尾道商工案内』大正 8
年（頁数なし）には，社長・児玉喜三となっている。

45） 前掲『広島県会社要覧昭和15年版』137頁。
46） 山口濤太郎編『明治34年内外海商名鑑』山口濤太郎海商事務所，1901年，58頁に尾道汽船株式会
社が掲載されている。上記の役員のほか，所有汽船として，玉の浦丸276トン，雙鶴丸285トンが記
されている。

47） 前掲『広島県統計書』昭和 3年，第 3編。前掲『昭和 9年日本船名録』13頁。
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年 7月南予方面の集客に望みをかけて尾道航路を三津濱から長濱まで延長した苦肉の航路で
あった。しかしながら，この策も十分実らないまま，尾道長濱線は昭和10年10月に鉄道が長
濱まで開通したことにより，廃止される。昭和12年には炭価暴騰で赤字となった尾道航路を
一便に減じることとなった。石崎汽船はこの苦境を，第 8・第15相生丸や尾道桟橋の売却で
しのいだ。昭和14年には，不調に終わったものの，瀬戸内汽船との合併交渉が行われること
になる48)。
　なお，尾道と宇和島を結んだ株式会社盛運社（昭和 8年設立，宇和島市。のち盛運汽船）
は，宇和島運輸株式会社の子会社である49)。
　また，尾道と今治を結んでいた近海汽船株式会社は，御調郡土生町の会社である50)。昭和
7年 7月設立，代表者小江福三郎で資本金・払込額とも1.5万円と小さい51)。『広島県会社要
覧昭和15年版』では，資本金は1.5万円（全額払込済）と同じで，所在地は十四日町である。
重役は，専務・小江福三郎，監査役・西中力蔵，村上政次で，従業員11名と小さな株式会社
であった52)。
　なお，第 2のグループのうち，芸南合同商社については情報が得られない。
　第 3のグループは個人事業者である。もともと瀬戸内は，島嶼部を縫うように運航する100
トン以下船主の零細個人事業者が多かった。明治大正期の航運業への新規参入は広島県知事
への届出で済んでいた。明治30年10月28日広島県令甲第48号「西洋形船航運営業取締規則」
の第 1条は「汽船ヲ以テ県内ノ河川又ハ港湾ヲ仕出地若クハ寄航場トシ航運ノ営業ヲ為サン
トスル者ハ明細書（第一号書式）ヲ添ヘ届出ツヘシ其船数ヲ増加セントスルトキ亦仝シ」で
あり，広島県知事への届出で済んでいた。同規則の第 2条以下でも同様の規定である53)。そ

48） 前掲『海に生きる :石崎汽船史』160頁，163頁，175頁，189－190頁，194頁。ちなみに，石崎汽船
は昭和10年 9 月現在で，第 8相生丸（121トン，木造船），第10相生丸（207トン），第11相生丸（208
トン），第12相生丸（304トン），第15相生丸（289トン）の船主である（『船主別日本船名録海事関係
職員録：昭和10年 9 月 1 日現在（増補第 5版）』15頁）。

49） 前掲『愛媛県史社会経済 3 商工』650頁，655頁。宇和島運輸株式会社「会社沿革」http://www.
uwajimaunyu.co.jp/aboutus/history.html：2021年 6 月12日閲覧。ちなみに，所有船・天盛丸（125ト
ン）の船籍港は宇和島である（逓信省管船局編『昭和 9年日本船名録』帝国海事協会，1934年，63
頁。『船主別日本船名録海事関係職員録：昭和10年 9 月 1 日現在（増補第 5版）』27頁）。

50） 「瀬戸内海汽船（株）55年史」編纂室編『瀬戸内海汽船（株）55年史』瀬戸内海汽船株式会社，
2001年，29頁。

51） 『昭和12年版尾道商工名鑑』尾道商工会議所，1938年，132頁。所在地は十四日町となっている。
52） 前掲『広島県会社要覧昭和15年版』139頁。
53） 「西洋形船航運営業取締規則」（広島県令甲第48号）『広島県報』明治30年10月28日（『芸備日日新
聞』明治30年10月28日，前掲『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 2回（明治36年）』247－252
頁にも掲載がある）。届け出書類である第一号書式の「汽船何丸明細書」も，定繋場，仕出地，船
主・船長・一等運転士・機関長住所氏名，登簿噸数，航路ノ定限，検査證有効期限，旅客定員，公
称馬力，最大気圧，汽機種類，汽罐種類，一時間速力，各寄航場，出港定日の記入のみで簡単なも
のであった。



─　　─125 

坂根：尾道の経済と尾道商業会議所（Ⅱ）

のため，零細個人事業者も参入が容易で，安全面の問題を多く抱えていたといわれる54)。そ
れが，大正15年 7 月 1 日以降は知事の許可制へと変わる。大正15年 6 月29日広島県令第66号
「汽船取締規則」（大正15年 7 月 1 日施行）の第 3条は「航運業ヲ為サントスル者ハ別記第一
号様式ノ明細書及左ノ各号ヲ具シ知事ニ願出テ許可ヲ受クヘシ明細書及第三号第四号ノ事項
ヲ変更セムトスルトキ亦同シ」と知事の許可制へと変更になった55)。
　個人業主の関連情報は得にくい。表7-8は，『日本船名録』により，船名から所有者・船籍
港を割り出した一覧表である。広島県を中心に，岡山・愛媛両県の業者が尾道航路に参入し
ているのが分かる。このうち，木村伊勢松（豊田郡佐江崎村）は，明治39年時点の情報で，

54） 前掲『瀬戸内海汽船（株）55年史』23頁。
55） 「汽船取締規則」（大正15年 6 月29日広島県令第66号）『広島県報』第1413号，大正15年 6 月29日。

表7-8　個人事業者の船名・船籍港（昭和 9年）

船名 所有者 船籍港

第 2安正 平市百松 岡山，笠岡
曙 末光政一 広島，東野
大長 大長汽船 広島，大長
第 3大崎 末光政一 広島，東野
第 3越智 此枝春邦 愛媛，弓削
第 6， 7北浦 濵田光之助 愛媛，西伯方
第 2， 3木浦 稲木大吉
第 1交通 馬屋原亀七 広島，千年
第 3昭和 土佐敏夫 広島，中野
第 5， 7島津 黒川宇之助
第 3，10鷹島 小江福三郎 広島，田熊
第18，20立田 立田勝人・タミ子 広島，木ノ江
千鳥 天野清助 広島，鞆

第 5南生口 小江福三郎
第 1， 2南生口 寺尾寅之助
第 5中庄 村上斗升 広島，中庄
第 7福盛 村上幸造 広島，木ノ江

第 1， 2， 3富士 松岡常次郎
第 8，18御島 田岡多一，一眞 広島，中野
第 2横島 古川春吉 広島，横島
第 7横須賀 木村伊勢松 広島，木ノ江
第 8横須賀 木村伊勢松 広島，木ノ江

出典： 『港湾と広島県』港湾協会第7回通常総会広島準備委員会，1934年，699－
703頁。逓信省管船局編『昭和 9年日本船名録』帝国海事協会，1934年。

注 1）空欄は『昭和 9年日本船名録』未記載。
　 2）  『日本船名録』では，登簿船について，上記のほか，トン数，尺度，製造

年月・製造地名，汽機，公称馬力などが記載されている。
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明治37年11月創業（資本金7,500円），所有船 2隻で広島今治間の貨客運送業を営んでいた56)。
立田勝人・タミ子は，表5-5に登場する大正 6年10月創業の立田造船所（御調郡大濱村）の創
業者である立田常松の一族である57)。平市百松は，小田郡笠岡町の陸海運送業（船客荷物取
扱並びに古物商）であった58)。
　また，回漕店として，小川久回漕店，向栄舎小西回漕店，豊田回漕店，岩崎回漕店，西浜
回漕店，丸上回漕店，山作回漕店がみられる（表7-6）。小川久回漕店（海岸通）は石崎汽船，
小西回漕店（土堂町）は日本郵船・尼崎汽船部・近海郵船，豊田回漕店（土堂町）は大阪商
船・北日本汽船・朝鮮郵船，岩崎回漕店（海岸通：旅館兼営）は住友汽船，西浜回漕店（荒
神堂町）は中国汽船，三宅回漕店（東浜：漁網部兼営）は川崎汽船・山下汽船・大連汽船の
それぞれ代理店・荷客扱店であった59)。
　このうち，向栄舎小西回漕店は小西助七の創設による尾道屈指の回漕業者で，昭和初期に
はその子息・小西常吉が経営していた。小西常吉は尾道鉄道株式会社，急行汽船株式会社，
尼崎海上火災保険会社の取締役で，尼崎汽船部をはじめ日本郵船，近海郵船，岡崎汽船，澤
山汽船，日鮮海運，株式会社中村組その他内外航路船多数の代理店であった。特に尼崎汽船
部では，中国航路の一切を差配する重職にあった60)。また，三宅回漕店は三宅要次郎の経営
で，回漕業とともに漁網・船具商としても著名であった。三宅要次郎は岡山県浅口郡寄島町
出身で，岡山県吉備郡総社町及び広島県豊田郡須波村に漁網製造工場をもっていた。昭和 8
年当時，尾道商工会議所副会頭で市議会議長である61)。
　芸備航運組（土堂町）は，大正13年 4 月設立，資本金 3万円，払込額1.5万円の株式会社
で，代表者は大心地武雄であった（昭和12年 8 月末現在）62)。
　ちなみに，三庄村出身で，船具商から海運業に乗り出し，神戸海運界屈指の海運業者となっ

56） 『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第 5回（明治39年）』95頁。『広島逓信管理局管内航通運輸
ニ関スル報告（四十三年分）』逓信省管船局，1913年，49頁には，所有船舶 1，総トン数83，払込資
本金2,400円，収入11,050円，支出10,030円，益金1,020円とある。木村伊勢松の大正 3年の納税額
は，営業税182.60円，所得税30.56円である（商工社編『日本全国商工人名録』第 5版，商工社，大
正 3年）。両税合計額の広島県ランキングは第318位であり，大きな納税額である。『船主別日本船名
録海事関係職員録：昭和10年 9 月 1 日現在（増補第 5版）』24頁では，豊田郡幸崎町（佐江崎村が町
制を施行し幸崎町。現，三原市），第十横須賀丸（木造船）78トンの船主となっている。

57） 『広島県統計書』大正 6年，第 3編にも掲載がある。
58） 豊成社編『帝国商工名鑑』豊成社，1913年， 7頁。
59） 『尾道商工案内』（大正11年，大正15年，昭和 2年），『尾道商工名録』（昭和 9年，昭和12年）によ
る。

60） 尾道大鑑編輯所編輯『尾道大鑑』尾道大鑑編輯所，1933年，198頁。昭和10年から昭和21年まで尾
道商工会議所第 5代会頭であった。

61） 前掲『尾道大鑑』212－213頁。
62） 前掲『昭和12年版尾道商工名鑑』132頁。芸備航運組は明治中期では児玉喜三の回漕店であった
（前掲『明治34年内外海商名鑑』58頁）。前掲『広島県会社要覧昭和15年版』139頁にも掲載がある。
目的は海陸運送である。
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たのが，宮地民之助である。昭和13年 2 月，個人経営であったそれまでの船舶事業を改組，
宮地汽船株式会社と興国汽船株式会社を設立し，両社の社長となった。宮地汽船（神戸市，
資本金（払込済）450万円）は，所有船 4隻のうち 2隻を他にチャーターし 2隻を自営（近海
不定期の貨物輸送）していた。資本も役員も宮地系で固めている。興国汽船（神戸市，資本
金（払込済）820万円）は，宮地民之助と川崎汽船の共同出資によるもので，所有船10隻すべ
てを他にチャーターする傭船料稼ぎの会社である。役員は宮地系と川崎系で固め，宮地系は
社長の宮地民之助をはじめ宮地汽船の役員と重なっていた。宮地汽船・興国汽船とも，その
資本金額は大きく，かつその所有船は 7， 8千トン級の大貨物船であった63)。

＊補論 1　柿渋の製造

　尾道における柿渋生産は，もともと慶長年間の中庄村が嚆矢である。中庄村の宮地勘三郎
が柿渋製造を開始，大坂方面へ販売し大きな利益を得たので付近の村民が生産に従事するよ
うになったという64)。しかしながら，長らく柿渋の貯蔵による粘着腐敗が生産上のリスクで
あった65)。明治15年，宮地卯助がその救済方法を考案，安全性が格段に高まり，これを契機
に柿渋生産が拡大していった66)。御調郡の柿渋は，江戸時代から「尾道生渋」としてブラン
ド化していた67)。御調郡の柿渋生産は大正・昭和初期が最盛期で68)，産額は大正10年7,325
石，大正11年8,711石，大正12年7,881石69)，大正15年8,170石70) であった。明治12年当時は
約1,000石だったので71)，明治大正期に急拡大していることが分かる。
　柿渋の用途は極めて広範で，漆塗物下地，渋紙，油合羽，酒圧搾袋，漁網，釣糸の塗料，
船舶及建築物の外側塗料，酒樽内面の塗料や果物袋並染物の型紙等の製造に使用された。要

63） 中外産業調査会編纂『人的事業大系　海運・貿易篇』中外産業調査会，1940年，194－197頁，
213－214頁。

64） 「御調郡中庄村ニ於ケル柿渋」『広島県農事調査 2』広島県農会，1903年，203頁。水野　勉「因島
の柿渋製造法（上）」『果樹』174，1917年，44頁。水野勉は広島県技手。後者では「宮地勘二郎」と
記されている。ちなみに，今井敬潤『ものと人間の文化史　115・柿渋』法政大学出版局，2003年，
171－174頁は，因島を基盤にしていた村上水軍が海の生活において柿渋を利用したことが因島・中
庄村で柿渋生産が盛んになった理由とみている。

65） 前掲『御調郡誌』131頁は，貯蔵により渋液が粘着腐敗するリスクがあるため，柿渋製造を「一種
の投機的事業」と評している。

66） 水野前掲「因島の柿渋製造法（上）」48頁。農林省農務局編纂『柿及其の加工品の生産取引』大日
本農会，1930年，155頁。

67） 頼杏坪他編著『芸藩通志巻三十四』広島図書館，1907年，450頁（1981年，国書刊行会復刻版）は，
「備後国尾道二」「物産」の項に「柿渋

しぶ

　尾道生
き

渋
しぶ

とて名あり」と記している。
68） 『因島市史全』因島市史編集委員会，1968年，792頁。今井前掲『ものと人間の文化史　115・柿渋』
163頁。

69） 前掲『御調郡誌』131－132頁。
70） 前掲『柿及其の加工品の生産取引』156頁。
71） 前掲「尾ノ道景況」『東京経済雑誌』 9，296頁。
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するに，古くから防腐用・防水用として各種の用途に用いられていたのである。柿渋は，青
柿を搗いて攪拌，それを圧搾することで得た汁液を桶・瓶に入れ半年間密封し生成した。新
液は青色を帯びた白乳色であるが，漸次褐色を呈する72)。
　表補1-1が昭和初期の府県別柿渋の産額である。府県別には広島県が全国の46％を占めてい
る。広島県との格差は大きいが，広島に次いで，富山，埼玉，岐阜の産額が多くなっている。
広島県内では，大正15年の産額は，御調郡8,170石，172,300円，尾道市500石，8,000円，沼
隈郡1,800石，18,000円で73)，御調郡が圧倒していた。御調郡では，中庄村，大濱村，三浦
村，土生村，田熊村，三庄村，美ノ郷村，栗原村，吉和村，三原町，糸崎町が生産の中心で，
その製造戸数55戸，従業者235人であった74)。
　因島各村における生産状況は，表補1-2のとおりである。発祥の地・中庄村が最多であった。
因島でも原料柿の生産は行われていたが，とても足りず，御調・豊田・沼隈・深安 4郡から
尾道港・松永港経由で買い入れていた。因島は，波静かな内海で，原料柿の搬入，生産渋の
搬出に海運の便が良かった。船着場近くに工場を設け，神戸や大阪への大口の大量輸送は直
接船を仕立てて搬出し，その他小口の注文は尾道港や糸崎港に運んだのち鉄路で輸送した。
大阪などの仲買問屋を経る場合と直接販売する場合があった。製造家には，発動機船を所有
し自ら取引先に輸送する製造家（村上竹吉，松浦高吉など）もいた75)。ちなみに，大正初期
の販売先は，北海道4,000樽，朝鮮3,000樽，灘・伊丹地方2,500樽，紀州若狭その他4,500樽，
広島・伊予方面1,300樽，中国・台湾・満洲・布哇等少量であり，輸送運賃は 1樽当たり，中
庄村から尾道港まで和船 5銭，大阪まで和船18銭，尾道から大阪まで汽船20銭，東京まで鉄

72） 前掲『柿及其の加工品の生産取引』24頁，144頁。
73） 前掲『柿及其の加工品の生産取引』156頁。
74） 前掲『御調郡誌』132頁。
75） 前掲「御調郡中庄村ニ於ケル柿渋」203頁。前掲『柿及其の加工品の生産取引』156－159頁。

表補1-1　柿渋の道府県別産額（昭和 2年）

産額（円） 産額（円）

岩手    568 愛知   3,652
山形    400 三重   2,250
埼玉 50,000 鳥取   2,651
神奈川    200 広島 171,000
富山 53,470 高知   7,500
福井 21,964 佐賀   7,057
岐阜 43,687 大分   2,275
静岡  3,000 計 369,674

出典： 農林省農務局編纂『柿及其の加工品の生産取引』
大日本農会，1930年，143－144頁。
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路 1円であった76)。昭和初期の販売先は，広島県下約 1割，四国九州約 1割，大阪兵庫和歌
山約 4割，東京約 2割 5分，岐阜愛知静岡約 1割，北海道朝鮮台湾約 2分であった77)。
　生

き

渋
しぶ

の生産は 9月で，農閑期の労働力を利用していた。柿渋製造には特殊な技術が必要な
わけではなく，原料青柿（渋柿・山柿）と 9月に集中する労働力の確保，樽に入れた柿渋を
貯蔵する場所があれば，参入は容易であった78)。柿渋生産は，石臼・唐臼による人力破砕法
（在来法）と発動機による機械破砕法（ローラによる破砕機＋圧搾機）とがあった。機械破砕
や圧搾機は規模の大きい専業製造家が採用していた方法で，人力破砕は農家副業で行われて
いた。原料青柿 1万貫当たりの柿渋生産量は，機械破砕法が370樽，人力破砕法が300樽で，
機械破砕法が1.23倍高い生産性を示していた。労働力 1人当たりの生産性は，機械破砕法が
3.63樽，人力破砕法が1.54樽で，機械破砕法が人力破砕法の 2倍以上の生産性の高さを示し
ていた79)。
　表補1-3が現・尾道市域における昭和戦前期の柿渋製造場の一覧である。これによると，昭
和初期の段階で15の柿渋工場があった。町村別にみると，中庄村 3，三庄町 5，三浦村 1，
大濱村 2，栗原村 3，茗荷村 1である。これらの業者は，他地域に大口の直接販売を行って
いた。創業時期では，明治元年の平沢観蔵・平澤柿渋製造場が最も古く，明治期創業が 6，
大正期が 9である。水野勉「因島の柿渋製造法（下）」は，因島における大正初期の主な製造
者として，村上武吉，小林兵三郎，宮地卯助，杉浦高吉（以上中庄村），楠見伊八，青井武太

76） 水野　勉「因島の柿渋製造法（下）」『果樹』175，1917年，14－15頁。
77） 前掲『柿及其の加工品の生産取引』159頁。たとえば，平沢観蔵・平沢柿渋製造場の販路は，東京
都・関東一円で，なかでも千葉県東葛飾郡野田町の野田醤油株式会社（現・キッコーマン株式会社）
は得意先であった。野田醤油へは，一貨車送りで一貨車105樽程度，1,500円であった（前掲『因島
市史全』792頁）。なお，平澤観蔵は前掲『因島市史全』918頁に四国の鉱山開発者としても登場する。

78） 今井前掲『ものと人間の文化史　115・柿渋』164頁。
79） 水野前掲「因島の柿渋製造法（下）」16－17頁。労働力は，賃金に比例させて，男 1に対し女0.5
で能力換算している。

表補1-2　因島各村における柿渋生産状況（大正 4年）

数量（石） 価格（円） 製造戸数

三庄村   900  6,430 12
土生村   200  1,600  3
田熊村   310  2,790  5
大濱村 1,200  9,200  2
中庄村 2,742 23,580 13
三浦村   840  7,000  3

計 6,192 50,600 38

出典： 水野　勉「因島の柿渋製造法（上）」『果樹』174，
1917年，45頁。
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表
補
1-
3　
昭
和
前
期
に
お
け
る
柿
渋
工
場

名
称

郡
町
村

創
始
年

代
表
者

職
工
数

昭
和
4
年

昭
和
5
年

昭
和
7
年

昭
和
8
年

昭
和
12
年

昭
和
14
年

岡
本
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

三
庄
町

明
治
43
.8

岡
本
軽
次
郎

A
〇

〇
〇

〇
〇

香
川
柿
渋
製
造
場

豊
田
郡

茗
荷
村

大
正
元

. 9
香
川
冨
六

A
〇

〇
〇

〇
土
屋
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

栗
原
村

明
治
40
.9

土
屋
柳
吉

A
〇

〇
〇

〇
〇

津
川
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

栗
原
村

明
治
40
.8

津
川
儀
一

A
〇

〇
〇

〇
〇

村
上
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

中
庄
村

大
正
4.
1

村
上
竹
吉

A
〇

〇
〇

〇
〇

〇
村
上
柿
渋
工
場

御
調
郡

大
濱
村

大
正
4.
10

村
上
清
之
助

A
〇

〇
〇

〇
〇

〇
ヤ
マ
住
住
元
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

栗
原
村

大
正
4.
9

住
元
惣
吉

A
〇

〇
〇

〇
山
長
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

三
庄
町

大
正
15
.8

西
本
政
吉

A
〇

〇
麓
柿
渋
工
場

御
調
郡

大
濱
村

大
正
11
.1
0

麓
勉
蔵

A
〇

〇
〇

〇
〇

〇
小
林
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

中
庄
村

大
正
10
.9

小
林
兵
三
郎

A
〇

〇
宮
地
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

三
庄
町

明
治
25
.8

宮
地
坂
太
郎

A
〇

〇
〇

〇
〇

宮
地
三
松
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

三
庄
町

明
治
18
.8

宮
地
三
松

A
〇

〇
宮
地
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

中
庄
村

大
正
4.
9

宮
地
平
八

A
〇

〇
〇

〇
〇

平
沢
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

三
浦
村

明
治
元

. 8
平
沢
観
蔵

A
〇

〇
〇

〇
〇

住
原
柿
渋
製
造
場

御
調
郡

三
庄
町

大
正
2.
8

住
原
治
助

A
〇

〇
〇

〇
〇

〇
中
村
柿
渋
工
場

尾
道
市

久
保
田

大
正
10
.2

中
村
鶴
松

〇
宮
地
柿
渋
製
造
工
場

御
調
郡

中
庄
村

宮
地
九
一

〇

出
典
：

 商
工
省
編
『
全
国
工
場
通
覧
』
日
刊
工
業
新
聞
社
，
昭
和
6
年
9
月
版
。
商
工
省
編
『
全
国
工
場
通
覧
』
日
刊
工
業
新
聞
社
，
昭
和
7
年
7
月
版
。
商
工
省
編
『
全
国
工
場

通
覧
』
日
刊
工
業
新
聞
社
，
昭
和
9
年
9
月
版
。
商
工
省
編
『
全
国
工
場
通
覧
』
日
刊
工
業
新
聞
社
，
昭
和
10
年
9
月
版
。
商
工
省
編
『
全
国
工
場
通
覧
』
日
刊
工
業
新
聞

社
，
昭
和
14
年
10
月
版
。
商
工
省
編
『
全
国
工
場
通
覧
』
日
刊
工
業
新
聞
社
，
昭
和
16
年
12
月
版
。

注
1
）

  職
工
5
人
以
上
工
場
。
現
・
尾
道
市
域
を
掲
載
し
て
い
る
。『
全
国
工
場
通
覧
』
は
大
正
9
年
11
月
以
来
昭
和
6
年
9
月
版
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
調
査
は
，
昭
和
6
年

版
＝
昭
和
4
年
，
昭
和
7
年
版
＝
昭
和
5
年
，
昭
和
9
年
版
＝
昭
和
7
年
，
昭
和
10
年
版
＝
昭
和
8
年
，
昭
和
14
年
版
＝
昭
和
12
年
，
昭
和
16
年
版
＝
昭
和
14
年
。
各
年
の

1
月
か
ら
12
月
の
調
査
。

　
2
）

  名
称
な
ど
は
昭
和
7
年
版
（
昭
和
5
年
調
査
）
を
基
準
に
作
成
し
た
。
創
始
年
は
版
に
よ
り
相
違
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
職
工
数
の

A
は
，
5
人
～
50
人
を
示
す
。
昭
和

5
年
（
昭
和
7
年
7
月
版
）
の
み
記
載
あ
り
。
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郎，岡本軽次郎，住原寿助（以上三庄村），平澤観蔵，谷本治作（以上三浦村），村上与三郎，
麓新助（以上大濱村），岡野作太郎（田熊村）をあげている80)。昭和初期の表補1-3とは半分
くらいしか一致しない。前述のように柿渋製造への参入障壁は低く，明治以降，製造業者の
入れ替わりは多かったと思われる。
　さて，柿渋製造の収支計算であるが，ここでは，明治中期，大正初期，昭和初期の 3時点
の柿渋製造の収支状況を掲げておきたい。以下 3事例を紹介するが，お互いに矛盾する点を
含んでおり，確かな数値は得にくい。
　表補1-4-1が，明治35年ころの柿渋生産収支計算表である。中庄村の人力破砕法による原料

表補1-4-1　柿渋生産収支計算（明治35年ころ）
単位：円

収入の部

科目 金額 備考

総収入金 2,028.600
柿渋売却代 2,004.600 771樽， 1樽2.6円

搾粕乾物売却代 24.000 160石，1.2石に付0.18円

支出の部

科目 金額 備考

総支出金 1,001.569
渋柿代 607.500 1.15万貫，10貫0.45円

製造人夫代 58.400 男女292人， 1人0.2円
樽詰荷拵人夫代 7.710 771樽， 1樽 1銭

樽代 185.500 4 斗樽771挺，新調 1挺0.5円
縄代 15.420 掛縄771樽分， 1樽 2銭
商標代 6.168 771枚， 1枚 8厘
木栓代 3.855 771個， 1個 5厘
借家代 60.000 製造場

器械器具償却金 6.872
器械器具修繕費 2.916

資本利子 47.228 資本金944.553円，年 1割利息の半ケ年分

差引損益金 1,027.031

出典： 「御調郡中庄村ニ於ケル柿渋」『広島県農事調査 2』広島県農会，1903年，208－209頁。
注： 原資料の総支出金1,601.569円を支出金合計額の1,001.569円に修正した。渋柿代1.15万
貫・10貫0.45円で計算すると517.5円になるが，原表のままとしている。支出のうち，公
課は「営業税額ノ復雑セルモノアル」（営業税額が複雑な）ため計上されていない。

80） 水野前掲「因島の柿渋製造法（下）」15頁。広島県商工団体連合会編『昭和 3年版広島県工業家総
覧』広島県商工団体連合会，1928年，84頁及び前掲『因島市史全』792頁により平澤勘蔵を平澤観蔵
とした。平澤勘蔵は平澤観蔵の誤りである。



─　　─132 

修道商学　第 62 巻　第 2号

表
補
1-
4-
2　
原
料
柿
1
万
貫
の
柿
渋
生
産
収
支
計
算
（
大
正
初
期
，
中
庄
村
）

単
位
：
円

在
来
法
（
人
力
破
砕
法
）
に
よ
る
も
の

器
械
製
造
に
よ
る
も
の

収
入
の
部

収
入
の
部

科
目

金
額

備
考

科
目

金
額

備
考

総
収
入
金

1,
34
5.
6

総
収
入
金

1,
64
9.
6

柿
渋
代

1,
32
0.
0
30
0樽
（
比
重
4
度
）

柿
渋
代

1,
62
4.
0
37
0樽
（
比
重
4
度
）

搾
粕
乾
物
代

25
.6
3,
20
0貫

搾
粕
乾
物
代

25
.6
3,
20
0貫

支
出
の
部

支
出
の
部

科
目

金
額

備
考

科
目

金
額

備
考

総
支
出
金

1,
19
4.
73

総
支
出
金

2,
12
9.
20

渋
柿
代

80
0.
00

1
万
貫
，
1
貫
8
銭

渋
柿
代

80
0.
00

1
万
貫
，
1
貫
8
銭

製
造
場
修
繕
費
償
却
費

15
.0
0
建
坪
30
坪
，
坪
20
円
建

製
造
場
修
繕
費
償
却
費

15
.0
0
建
坪
30
坪
，
坪
30
円
建

器
具
損
料
修
繕
費

20
.0
0
金
総
価
額
約
20
0円

器
械
器
具
損
料
修
繕
費

35
.0
0

製
造
樽
詰
荷
造
人
夫
賃

97
.5
0
男
90
人
，
女
21
0人

製
造
樽
詰
荷
造
人
夫
賃

51
.0
0
男
70
人
，
女
64
人

空
樽
代

24
0.
00
30
0樽

空
樽
代

29
6.
00
37
0樽

縄
代

6.
00

1
樽
2
銭

縄
代

7.
40

1
樽
2
銭

レ
ッ
テ
ル
代

4.
50
30
0枚

レ
ッ
テ
ル
代

5.
55
37
0枚

公
課
諸
掛

11
.7
3

公
課
諸
掛

14
.3
9

石
油
マ
シ
ン
油
木
炭
代

5.
86

差
引
損
益
金

15
0.
87

差
引
損
益
金

42
0.
40

出
典
：
水
野
　
勉
「
因
島
の
柿
渋
製
造
法
（
下
）」
『
果
樹
』
17
5，
19
17
年
，
16
－
17
頁
。
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渋柿1.15万貫の収支を示している。支出では，原料渋柿代が 6割と多くの部分を占め，続い
て樽代が 2割弱となる。労賃部分は 7％程度で 1割に満たない。この原料渋柿代が多くを占
め，樽代が続き，労賃部分が小さいという傾向は，この後の事例でも共通している。当時，
中庄村の柿渋生産は17戸で4,000樽を製造していたので81)， 1 戸当たり235樽となる。この事
例は771樽の製造家であるので，平均の 3倍程度の生産規模である。収入から支出を差し引い
た益金が1,027円と，非常に大きな利益を稼ぎ出している。ちなみに，人夫代は，1人20銭で
ある。明治35年の農業日雇賃金は，男40銭，女29銭なので82)，かなり低い労銀評価であった
ことになる。
　大正初期の中庄村における収支計算書（表補1-4-2）をみると，原料青柿 1万貫による柿渋
利益が人力破砕法150.87円，機械破砕法420.4円である。投入労働量は，人力破砕法で男90
人・女210人，機械破砕法で男70人・女64人。1日当たり労賃を計算すると男50銭，女25銭の
計算となる。大正 3年の農業日雇賃金は男51銭，女37銭であったので83)，だいたい妥当な数
値であろう。 1シーズンに10万貫を処理したとすると84)，その利益は人力破砕法1,500円，
機械破砕法4,200円となる。大正元年の巡査や小学校教員の初任給（月俸）は15円であっ
た85)。それを念頭におくと，かなりの収入となる。
　昭和 2年頃の収支計算（表補1-4-3）では，人力破砕法で原料青柿250貫（男 1人，女 4人）
による利益が10.65円，機械破砕法の原料青柿2,500貫（男 5人，女 5人）による利益が104円
となっている。 1日当たり労賃は男1.2円，女0.8円の計算である。昭和 2年の農業日雇賃金
は男1.43円，女1.20円であったから86)，やや低い賃金評価となっている。昭和 2年の農家所
得の平均は1,219円であった87)。高い利益を生み出している。
　以上はいずれも概算ではあるが，農閑期労働力を利用した事業としては，割のいい収入で
あったと思われる。ただし，農家副業では原料青柿処理量に限界があったことは言うまでも
ない。

81） 前掲「御調郡中庄村ニ於ケル柿渋」203頁は，明治35年ころの中庄村では，柿渋製造戸数17戸，毎
年平均4,000樽（1,400石），価格 1万円としている。

82） 梅村又次他編『長期経済統計 9農林業』東洋経済新報社，1966年，220頁。
83） 前掲『長期経済統計 9農林業』220頁。
84） 今井前掲『ものと人間の文化史　115・柿渋』164頁。
85） 週刊朝日編『値段史年表』朝日新聞社，1988年，91－92頁。
86） 前掲『長期経済統計 9農林業』221頁。
87） 農林省統計情報部編『農業経済累年統計 1農家経済調査』農林統計協会，1974年， 6頁。
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8，尾道商業会議所の成立と活動

（1）　研究史と資料

ア，研究状況
　本稿の課題は，尾道商業会議所・尾道商工会議所の事業活動を跡付けることにある。ここ
では，これまでの商業会議所・商工会議所についての先行文献についてみておきたい。
　商業会議所・商工会議所についての制度的変遷に関しては，日本商工会議所編『商工会議
所制度八十年史』（日本商工会議所，1958年），日本商工会議所編『商工会議所制度100年の歩
み』（日本商工会議所，1978年）がある。日本商工会議所の編集・発行によるもので，いわば
商業会議所史・商工会議所史の「正史」とでもいうべきものである。ただし，頁数は62頁
（『商工会議所制度八十年史』）や152頁（『商工会議所制度100年の歩み』）と少なく，内容も制
度の変遷を主としたものであり，拍子抜けの感がある。農業団体の「正史」である産業組合
史編纂会編『産業組合発達史』全 5巻（産業組合史刊行会，1965－1966年）や帝国農会史稿
編纂会編『帝国農会史稿』記述編，資料編（農民教育協会，1972年）と比べると，その充実
度合いにはかなり差があると言わざるを得ない。そのほか，通商産業省編集『商工政策史 7

表補1-4-3　柿渋生産収支計算（昭和 2年ころ）
単位：円

人力による場合 発動機による場合

収入の部 収入の部

科目 金額 備考 科目 金額 備考

総収入金 100.0 4 度 8 挺， 1挺12.5円 総収入金 1,000.0 100挺， 1挺10円

支出の部 支出の部

科目 金額 備考 科目 金額 備考

総支出金 89.35 総支出金 896.00
渋柿代 62.50 250貫，10貫2.5円 渋柿代 625.00 2,500貫，10貫2.5円
労銀 4.40 男 1 人1.2円，女 4人3.2円 労銀 10.00 男 5 人 6 円，女 5人 4円
樽代 20.00 8 挺 発動機燃料代 6.00 石油其他
縄代 1.20 樽代 250.00 100挺
商標代 0.15 商標代 1.50
公課 0.60 公課 1.00

器具損料 0.50 器具損料 2.50

差引損益金 10.65 差引損益金 104.00

出典：農林省農務局編纂『柿及其の加工品の生産取引』大日本農会，1930年，160－161頁。
注：人力法の渋柿代金を57.5円から62.5円に修正した。
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内国商業』（商工政策史刊行会，1980年）にも，制度変遷を中心にした「商業会議所政策」（第
1編第 2章，第 2編第 3章）がある。
　むしろ浩瀚な刊行物が発行されているのは，各商工会議所が編纂した商工会議所史である。
東京商工会議所の場合は，高瀬千波編『東京商工会議所八十年の回顧』（東京商工会議所，
1961年），依田信太郎編『東京商工会議所八十五年史』上巻，下巻（東京商工会議所，1966
年），東京商工会議所百年史編纂委員会編『東京商工会議所百年史』（東京商工会議所，1979
年）が刊行されている。大阪商工会議所の場合でも，大阪商工会議所編『大阪商工会議所史』
（大阪商工会議所，1941年），伊東俊雄編『大阪商工会議所七十五年史』（大阪商工会議所，
1955年），里井達三良編纂『大阪商工会議所八十五年史』（大阪商工会議所，1965年），大阪商
工会議所編『大阪商工会議所百年史』（大阪商工会議所，1979年）といった具合に幾重にもわ
たり浩瀚な会議所史がまとめられている。名古屋，横浜なども同じような状況である。
　広島県には 4つの会議所があったが，いずれも会議所史が刊行されている。広島商工会議
所は『広島商工会議所九〇年史』（広島商工会議所，1982年），広島商工会議所百年史編さん
委員会『広島商工会議所百年史』（広島商工会議所，1992年），呉商工会議所は呉商工会議所
編『呉商工会議所五十年史』（呉商工会議所，1978年），福山商工会議所は五十年史編纂特別
委員会編『福山商工会議所五十年史』（福山商工会議所，1981年），尾道商工会議所は尾道商
工会議所編集『百年前の尾道商工会議所とその系譜　尾道商工会議所百年史』（尾道商工会議
所，1992年）である。尾道商業会議所の設立は広島商業会議所に次いだのであるが，その会
議所史の刊行は，他の会議所と比べるとかなり遅れていた。かつ，『百年前の尾道商工会議所
とその系譜　尾道商工会議所百年史』は『尾道商業会議所報告』などの資料復刻が主であり，
記述による会議所史は資料解説の形をとった36頁のみである（第 1部「百年前の尾道の商業
と会議所」 3－38頁）。その点でも他の会議所史とは趣を異にしている。以上のような状況
で，尾道商業会議所についての検討は，他の会議所に比べ手薄になっているのが現状である。
　さて，商業会議所についての研究論稿は，それほど多くはない。当初の研究では，会議所
の代表格として東京商業会議所への言及が多かった88)。それに対し近年は，これまで研究蓄
積の少なかった地方商業会議所分析の必要性が説かれている89)。かつては，竹内壮一氏の上
田商業会議所の有権者・議員分析，高嶋雅明氏の明治期和歌山商業会議所の分析，上川芳実

88） 山口和雄「明治十年代の「資本家」団体：東京商法会議所について」山口和雄『明治前期経済の
分析』東京大学出版会，1956年，永田正臣『明治期経済団体の研究：日本資本主義の確立と商業会
議所』日刊労働通信社，1967年，三和良一「商法制定と東京商業会議所」大塚久雄他『資本主義の
形成と発展』東京大学出版会，1968年など。

89） 平野　隆「戦前期地方商業会議所の組織と情報活動：小樽商業会議所の事例」『三田商学研究』51
（6），2009年，121頁。老川慶喜「川越商工会議所資料と川越商業会議所の概要」『立教経済学研究』
72（1），2018年， 2頁。
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氏の明治期京都・大阪商業会議所の議員構成の分析があったが90)，近年は，木村晴寿氏の松
本商業会議所，平野隆氏の小樽商業会議所，白戸伸一氏と老川慶喜氏，坂口誠氏，幸野保典
氏の川越商業会議所の研究成果が公表され91)，新しい局面を迎えている。一時期は商業会議
所の階級的性格が議論の焦点であったが，近年の論稿は，この点を含め商業会議所の活動を
総合的に検討しているところに特徴がある。具体的には，会議所の設立過程や会員・議員の
選挙権資格をはじめ，商工業発達のための調査活動，行政庁への意見具申，建議活動，統計
調査報告，紛議の仲裁，経済情報の収集・活用，事務局や連合会の活動など，商業会議所条
例第 4条や商業会議所法第 7条に規定された事務権限を軸に総合的に論じているのである92)。
　本稿では，尾道商業会議所・尾道商工会議所の事業活動について，多様な諸局面を総合的
に跡付けたい。ただし，尾道商業会議所・尾道商工会議所自体の一次資料が残されていない
ため，資料的限界が生じることをあらかじめ断っておきたい。

イ，尾道商業会議所の刊行物
　ここでは，尾道商業会議所の報告・所報類と『尾道商工案内』類の刊行状況並びに所在状
況について述べておきたい。
　尾道商業会議所の報告・所報の刊行状況と所在情報を示したのが，表8-1-1である。尾道商
業会議所の設立時から明治32年上半期までの尾道商業会議所年報・尾道商業会議所報告は，
現・尾道商工会議所にも原本の所蔵があり，それらは尾道商工会議所編集『百年前の尾道商
工会議所とその系譜　尾道商工会議所百年史』で復刻されている93)。これらは，商業会議所
条例制定直後の比較的早い時期の商業会議所報告で，注目を集め，山口和雄編『本邦商業会
議所資料：西日本篇』（マイクロフィルム版）や商品流通史研究会編集『近代日本商品流通史

90） 竹内壮一「大正期における地方商業会議所：長野県上田商業会議所の有権者・議員分析」『千葉史
学』 2，1983年。高嶋雅明「明治期の和歌山商業会議所」安藤精一編『紀州史研究』 1，国書刊行
会，1985年（高嶋雅明『企業勃興と地域経済 : 和歌山県域の検証』清文堂出版，2004年所収）。上川
芳実「明治期大阪商業会議所の議員構成」『社会科学』38，1987年。上川芳実「明治期京都商業会議
所の議員構成」『社会科学』47，1991年。

91） 木村晴寿「地方商工会議所の歴史的性格：戦前の松本商業（工）会議所」『松商短大論叢』45，
1997年。木村晴寿「明治～大正期，松本地域の商工業と松本商業会議所」『地域総合研究』15（1），
2014年。平野前掲「戦前期地方商業会議所の組織と情報活動：小樽商業会議所の事例」。白戸伸一
『近代流通組織化政策の史的展開』日本経済評論社，2004年，第 7章。老川前掲「川越商工会議所資
料と川越商業会議所の概要」。坂口　誠「川越商業会議所の設立と初期の活動」『立教経済学研究』72
（1），2018年。幸野保典「営業税課税標準申告書の査閲過程における川越町役場・川越商業会議所・
川越実業組合の役割」『立教経済学研究』72（1），2018年。

92） これらとは別途，宮本又郎氏は商業会議所・商工会議所を含めた経済諸団体の変遷をそのプレゼ
ンスを軸に簡潔に論じている（宮本又郎「戦前日本における財界団体の展開」猪木武徳・高木保興・
中島朝彦編著『アジアの経済発展：ASEAN・NIEs・日本』同文舘出版，1993年）。

93） 『尾道商業会議所年報第 1回』，『尾道商業会議所報告第 2回』，『尾道商業会議所事務報告第 3号』
は，大藤忠兵衛家文書（尾道市史編さん室蔵）にも保存されている。
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議
所
報

第
40
号

昭
和
10
.0
4

10
.0
3

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
1
回

大
正
14
.0
5

14
.0
1-
14
.0
3

②
④
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
41
・
42
号

昭
和
10
.0
7

10
.0
4-
10
.0
5

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
2
回

大
正
14
.0
9

14
.0
4-
14
.0
6

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
43
号

昭
和
10
.0
7

10
.0
6

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
3
回

大
正
14
.1
2

14
.0
7-
14
.0
9

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
44
号

昭
和
10
.0
8

10
.0
7

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
4
回

大
正
15
.0
3

14
.1
0-
14
.1
2

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
45
号

昭
和
10
.0
9

10
.0
8

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
1
回

大
正
15
.0
8

15
.0
1-
15
.0
3

②
③
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
46
号

昭
和
10
.1
0

10
.0
9

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
2
回

大
正
15
.0
9

15
.0
4-
15
.0
6

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
47
号

昭
和
10
.1
1

10
.1
0

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
3
回

大
正
15
.1
1

15
.0
7-
15
.0
9

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
48
号

昭
和
10
.1
2

10
.1
1

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
4
回

昭
和
2.
01

15
.1
0-
15
.1
2

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
49
号

昭
和
11
.0
1

10
.1
2

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
1
回

昭
和
2.
04

2.
01
-2
.0
3

②
③
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
50
号

昭
和
11
.0
2

11
.0
1

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
2
回

昭
和
2.
07

2.
04
-2
.0
6

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
51
号

昭
和
11
.0
3

11
.0
2

⑤
月
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
3
回

昭
和
2.
11

2.
07
-2
.0
9

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

統
計
年
報

昭
和
10
年

昭
和
11
.1
2

10
.0
1-
10
.1
2

④
⑤

年
報

尾
道
商
業
会
議
所
報

第
4
回

昭
和
3.
02

2.
10
-2
.1
2

②
⑤

四
半
年
報
・
季
刊

統
計
年
報

昭
和
11
年

昭
和
12
.0
9

11
.0
1-
11
.1
2

④
⑤

年
報

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
1
回

昭
和
3

3.
01
-3
.0
3

⑤
四
半
年
報
・
季
刊

統
計
年
報

昭
和
12
年

昭
和
13
.0
9

12
.0
1-
12
.1
2

④
⑤

年
報

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
2
回

昭
和
3

3.
04
-3
.0
6

⑤
四
半
年
報
・
季
刊

統
計
年
報

昭
和
13
年

昭
和
14
.1
2

13
.0
1-
13
.1
2

⑤
年
報

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
3
回

昭
和
3

3.
07
-3
.0
9

⑤
四
半
年
報
・
季
刊

統
計
年
報

昭
和
14
年

昭
和
15
.0
7

14
.0
1-
14
.1
2

④
⑤

年
報

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
4
回

昭
和
4

3.
10
-3
.1
2

⑤
四
半
年
報
・
季
刊

事
業
成
績
報
告

昭
和
11
年
度

昭
和
12
年

⑤
年
報

尾
道
商
工
会
議
所
報

第
17
号

昭
和
4

4.
01
-4
.0
3

⑤
四
半
年
報
・
季
刊

尾
道
商
工
会
議
所
諸
規
定

昭
和
6
年

⑤

注
1
）

 所
在
は
以
下
。
①
復
刻
版
（
尾
道
商
工
会
議
所
編
集
『
百
年
前
の
尾
道
商
工
会
議
所
と
そ
の
系
譜
　
尾
道
商
工
会
議
所
百
年
史
』
尾
道
商
工
会
議
所
，
19
92
年
所
収
）。
②
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
（
山
口
和
雄
編
『
本
邦
商
業
会
議
所
資
料
：
西
日
本
篇
』
雄
松
堂
，
19
76
年
）。
③
復
刻
版
（
抄
録
）（
商
品
流
通
史
研
究
会
編
集
『
近
代
日
本
商
品
流

通
史
資
料
』
第
6
巻
補
巻
，
日
本
経
済
評
論
社
，
19
79
年
，
45
8頁
～
48
8頁
）。
④
デ
ジ
タ
ル
版
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）。
⑤
デ
ジ
タ
ル
版
（
全
国

商
工
会
議
所
関
係
資
料
刊
行
委
員
会
編
『
東
京
商
工
会
議
所
所
蔵
全
国
商
工
会
議
所
関
係
資
料
第
3
期

 : 
国
内
各
地
商
工
会
議
所
お
よ
び
日
本
商
工
会
議
所
関
係
資
料
』
雄

松
堂
，
20
18
年
）。

　
2
）
*
は
臨
時
商
業
会
議
所
連
合
会
議
事
報
告
，
**
は
第
7
回
商
業
会
議
所
連
合
会
議
事
報
告
。
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資料』（抄録）に掲載がある。
　表8-1-2が尾道商業会議所報告の記事構成を示したものである。会議は総会（定期・臨時）
と役員会の記事である。庶務要件は事務局における毎日の事務事項を記している。ここに他
の商業会議所や政府機関・各団体から送付されてきた寄贈書目が掲載されている。参照は他
の商業会議所からの文書，政府機関・諸団体からの文書，尾道商業会議所から他商業会議所
や政府機関・諸団体へ送付した文書（鑑文・別紙・添付資料など）がまとめて掲載されてい
る。このなかに，農商務大臣あての決算表・予算表が含まれている。金融・商況はその年度
の経済状況である。以上のうち，会議・庶務要件・参照は毎年掲載されているが，金融・商
況は一部にとどまっている。第 1回（明治26年中）・第 2回（明治27年中）には，尾道の物貨
集散表（陸路海路の合算数値）の掲載があり，研究資料としてよく利用されている。
　その後，大正期には『尾道商工月報』が発刊されていた。『尾道商工月報』は，大正 5年 7
月刊行の第 3号から大正 6年 6月刊行の第14号まで 1年間の刊行が確認できる。毎月25日発
行，定価 3銭，広告 5号活字 1行20銭であった94)。誌面は新聞形式である。第 1号は大正 5
年 5月25日刊である95)。東京大学総合図書館のみに第 3号から第14号まで所蔵されている。

表8-1-2　尾道商業会議所報告の記事構成

会議
（総会・
役員会）

庶務要件 参照（鑑文・別紙・
添付資料類） 金融 商況 備考

寄贈書目 決算表 予算表 利息
尾道商業会議所年報 第 1回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ①
尾道商業会議所報告 第 2回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
尾道商業会議所事務報告 第 3号 〇 〇 〇 〇 〇 〇
尾道商業会議所報告 第 4号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ②
尾道商業会議所報告 第 5号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ③
尾道商業会議所報告 第 6号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④
尾道商業会議所報告 第 7号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ⑤
尾道商業会議所報告 第 8号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
尾道商業会議所報告 第 9号 〇 〇 〇 〇 〇 ⑥

出典：『尾道商業会議所年報』，『尾道商業会議所報告』，『尾道商業会議所事務報告』。
注 1） 号外（明治30年 2月）は臨時商業会議所連合会報告。号外（明治31年 8月）は第 7回臨時商業会議所

連合会報告。
　 2）恒常的記事でないのは以下である。
　　 ①創立記事。②各会議所彙報。③各会議所彙報。④法令，第 1回中国商業会議所連合会記事，商業手形発
達に関する調査報告書，朝鮮国咸鏡道沿岸製塩の景況，各会議所彙報。⑤法令。⑥第2回中国商業会議所
連合会記事，選挙法改正に付き上京委員報告。なお，第1回・第2回の商況には物貨集散表の掲載がある。

94） 『尾道商工月報』第 3号，大正 5年 7月25日。たとえば，第 3号では，全16頁のうち10頁は広告で
あり，広告収入に依存せざるを得なかった様子がうかがえる。

95） 「創刊一周年」『尾道商工月報』第13号，大正 6年 5月25日，1頁。福山商工会長・斜森保兵衛は，
「親愛なる尾道商業会議所は時代の要求に鑑み其の機関として曩者月報第一号を公にし今復第三号を
発刊せらる」と記している（斜森保兵衛「月報の発刊を祝す」『尾道商工月報』第 3号， 1頁）。
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『尾道商工月報』の発行所は尾道商業会議所ではなく，尾道商工月報社である。尾道商工月報
社の所在は，尾道市久保町25番地の尾道商業会議所内で（当時の会頭は島居幸雄），社員は柴
崎直，板原吉太郎，青野豊助，高津等，岡田円助の 5人，板原吉太郎が発行兼編輯人であっ
た96)。このうち柴崎直は当時尾道商業会議所の書記長である。発行兼編輯人の板原吉太郎に
は『甘い酢は良く利くの記』（広島県酢造同業組合，大正12年）の著作がある97)。また，『大
正 4年尾道市商工人名録，諸統計一班』や『商工月報付録　尾道商工案内　大正 8年 5月 1
日現在』の発行兼編輯人は柴崎直で，前者の発行所は尾道商業会議所であるが，後者は尾道
商工月報社であった（表8-2参照）。尾道商工月報社が尾道商業会議所内となっていることや
書記長・柴崎直が尾道商工月報社に加わっているところをみると，尾道商工月報社は尾道商
業会議所の外郭団体的な存在とみていいであろう。
　表8-1-1では，尾道商業会議所報一覧のなかに『尾道商工月報』を入れているが，厳密には
妥当ではない。発行所が尾道商業会議所でないこともあるが，『尾道商工月報』は新聞形式
で，内容面でも多分に新聞の色彩が強い刊行物であった。各号に毎月の尾道商業会議所記事
（事務，庶務，会議，照会）を掲載してはいるが，その分量は 1頁にも満たないもので，他は
尾道に関する経済記事と多量の広告である。その記事もかなり強い主張を含んだもので，通
常の商業会議所報告類とは大きく異なっていた。ただ，少なくとも『尾道商工月報』発刊当
所においては，外部からは尾道商業会議所の機関誌とみられていた模様である98)。前述のよ
うに，『尾道商工月報』は，第14号（大正 6年 6月）を最後に発刊が確認できない。
　それから 8年後の大正14年 5月には，尾道商業会議所を発行所として『尾道商業会議所報』
第 1回が刊行された。『尾道商業会議所報』は，昭和11年 3 月まで連続して刊行されている。
途中，商工会議所法施行に伴い『尾道商工会議所報』とタイトル名を変更している。ただし，
この『尾道商工会議所報』も，昭和11年 4 月以降は確認できない。入れ替わるように，昭和
10年からは尾道商業会議所の『統計年報』が刊行されている。
　次に，表8-2により尾道商業会議所・尾道商工会議所による『尾道市商工人名録』『尾道商
工案内』『尾道商工名鑑』の発刊状況をみておきたい。大正元年以降の刊行が確認できる。こ

96） 『尾道商工月報』第 3号。
97） 板原吉太郎については詳しく分からないが，『尾道商工月報』第 4号，4頁に芸備酢造同業組合検
査員を命じる辞令が掲載されている。その他，『尾道商工月報』第 9号，4頁に尾道米穀商同業組合
の書記とあり，『尾道商工月報』第11号，2頁には芸備酢造同業組合の書記・板原吉太郎と記載され
ている。『甘い酢は良く利くの記』 1頁には，広島県酢造同業組合理事とある。『大阪毎日新聞』の
「地方経済」連載（大正14年 7 月10日－10月11日）に，板原吉太郎（尾道市久保町）「米酢で名高い
広島の食酢」という新聞記事を執筆している（神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ新聞記事文
庫）。酢醸造の専門家であった。

98） 小林徳太郎（尾道市助役）「祝尾道商工月報発刊」『尾道商工月報』第 3号，1頁は，「今や尾道商
業会議所の機関として尾道商工月報社なるもの孤々の声を挙げ商工月報の発刊を見るに至りたるは
誠に慶賀に堪へさる処なり」と記している。
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表
8-
2　
『
尾
道
市
商
工
人
名
録
』『
尾
道
商
工
案
内
』『
尾
道
商
工
名
鑑
』
の
刊
行
と
所
在

刊
行
年
月

所
在

編
者
・

発
行
人

出
版
処
・
発
行
所

個
別
税
額
記
載

人
名
録
登
載
基
準

営
業
税
・

営
業
収
益
税
所
得
税

尾
道
市
商
工
人
名
録
尾
道
市
輸
出
入
及
諸
統
計
表

大
正
元
年
12
月
20
日

⑤
石
井
聿
三

尾
道
商
業
会
議
所

×
×

商
工
業
者
は
営
業
税
年
額
20
円
以
上
，
法
人
は

資
本
金
3
万
円
以
上
，
会
社
役
員
は
所
得
税
年

額
15
円
以
上
で
，
本
所
議
員
の
選
被
選
挙
権
者

大
正
2
年
尾
道
市
商
工
人
名
録
尾
道
市
諸
統
計
一
班
　

人
名
録
大
正
3
年
4
月
1
日
現
在

大
正
3
年
8
月
31
日

⑤
石
井
聿
三

尾
道
商
業
会
議
所

×
×

商
工
業
者
は
営
業
税
年
額
20
円
以
上
，
法
人
は

資
本
金
3
万
円
以
上
，
会
社
役
員
は
所
得
税
年

額
15
円
以
上
で
，
本
所
議
員
の
選
被
選
挙
権
者

大
正
4
年
尾
道
市
商
工
人
名
録
，
諸
統
計
一
班
　

 
人
名
録
大
正
4
年
4
月
1
日
現
在

大
正
4
年
9
月
30
日

⑥
柴
崎
直

尾
道
商
業
会
議
所

×
×

商
工
業
者
は
営
業
税
年
額
20
円
以
上
，
資
本
金

3
万
円
以
上
の
法
人
役
員
は
所
得
税
年
額
15
円

以
上
で
本
所
議
員
の
選
被
選
挙
権
者

商
工
月
報
付
録
　
尾
道
商
工
案
内
　
大
正
8
年
5
月

1
日
現
在

大
正
8
年
8
月
28
日

⑦
柴
崎
直

尾
道
商
業
会
議
所
内

 
尾
道
商
工
月
報
社

〇
×

営
業
税
20
円
以
上
を
納
む
る
も
の

尾
道
市
商
工
案
内
　
大
正
11
年
4
月
1
日
現
在

大
正
11
年
9
月
5
日

④
豊
田
光
雪

尾
道
商
工
案
内
社

〇
×

国
税
営
業
税
20
円
以
上
を
納
む
る
も
の

尾
道
商
工
案
内
　
大
正
13
年
2
月
末
現
在

大
正
13
年
4
月
10
日

⑧
豊
田
光
雪

尾
道
商
業
会
議
所

〇
×

尾
道
商
業
会
議
所
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

尾
道
商
工
案
内
　
大
正
15
年
5
月
末
現
在

大
正
15
年
8
月
25
日

④
豊
田
光
雪

尾
道
商
工
案
内
社

〇
×

尾
道
商
業
会
議
所
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

尾
道
商
工
案
内
　
昭
和
2
年
7
月
末
現
在

昭
和
2
年
9
月
10
日

④
増
澤
政
治

尾
道
商
業
会
議
所

〇
×

国
税
営
業
収
益
税
営
業
者

尾
道
商
工
名
鑑
　
昭
和
3
年

昭
和
3
年
11
月
15
日

⑤
増
澤
政
治

尾
道
商
工
会
議
所

〇
×

国
税
営
業
収
益
税
納
税
者

尾
道
商
工
名
鑑
　
昭
和
5
年
1
月
現
在

昭
和
5
年
3
月
15
日

⑤
増
澤
政
治

尾
道
商
工
会
議
所

〇
〇

国
税
営
業
収
益
税
納
税
者

尾
道
商
工
名
鑑
　
昭
和
8
年
12
月
末
現
在

昭
和
9
年
3
月
1
日
④
⑤
天
野
勝
己

尾
道
商
工
会
議
所

〇
×

尾
道
商
工
会
議
所
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

尾
道
商
工
名
鑑
　
昭
和
12
年
版

昭
和
13
年
3
月
25
日
④
⑤
天
野
勝
己

尾
道
商
工
会
議
所

×
×

（
記
載
な
し
）

注
：
所
在
④
⑤
は
表
8-
1-
1と
同
じ
。
⑥
は
大
阪
府
立
図
書
館
，
⑦
は
尾
道
市
史
編
さ
ん
室
，
⑧
は
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
で
閲
覧
。
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坂根：尾道の経済と尾道商業会議所（Ⅱ）

れらには業種別の尾道商工人名録が掲載されており，場合によっては個別の営業税（営業収
益税）額・所得税額が掲載されている。この税額は貴重な資料である。大正11年度と大正15
年度の『尾道商工案内』は，尾道商工案内社（編纂人の豊田光雪の住所＝十四日町85番地と
同一）の発行であり，尾道商業会議所の発行ではない。尾道商業会議所との関係は分からな
いが，密接な関係にあったものと思われる。
　表8-2のほかにも，吉田松太郎『尾道案内』（中国実業遊覧案内社，大正 4年），吉田松太郎
編『備後の尾道』（水道紀念尾道誌編纂局，昭和 5年），尾道大鑑編輯所編輯『尾道大鑑』（尾
道大鑑編輯所，昭和 8年），大村護郎『尾道案内』（尾道商工会議所，昭和10年）がある。会
議所に比重が置かれた内容ではないが，尾道商業会議所・尾道商工会議所を含め尾道の経済・
商業についてふれている。このうち，『尾道大鑑』は350頁余りの大部な書物で，同書には「尾
道市商工人税金調（拾五円以上）」（昭和 8年 8月現在）が掲載されており，他の資料・デー
タも含めて，極めて有用な書籍である。


